
（平成２３年１０月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 67 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 64 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 42 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 24 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 6019 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和57年４月及び同年５月並びに60年２月及び同年３月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月及び同年５月 

             ② 昭和 60年２月及び同年３月 

私は、申立期間当時は事業をしており、毎日の売上げ及び公共料金などの

現金出納については、店に来る銀行員に全て任せていた。したがって、国民

年金保険料に限らず納付書が送付されてくれば、それを銀行員に預け、後日

領収証書を受け取っていたので、きっちり納付されているはずである。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることはおかしい

ので、よく調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料の納付が開始される昭和 48年４月以降、60歳期

間満了までの約 32 年間にわたり、申立期間①及び②以外の保険料を完納して

おり、申立人の納付意識の高さがうかがえる上、申立期間①及び②はそれぞれ

２か月間と短期間であり、かつ、前後の期間は保険料を納付済みである。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿によると、昭和 56 年２月

から国民年金保険料の口座振替を開始していることが確認できるとともに、申

立人のオンライン記録により納付日が確認できる昭和60年度及び61年度の納

付状況をみると、２か月単位で口座振替が行われており、この場合、申立期間

①及び②の保険料は、それぞれ預金残高不足により振替不能となったものと考

えられるところ、同市においては、口座振替ができなかった期間について、別

途納付書を送付していたと回答している。 

さらに、当時、申立人が取引していたとする金融機関においては、担当者が

顧客から納付書、請求書とともに預金通帳及び現金支出伝票を預かり、料金を



納付した上で、後日領収証書を渡す取扱いが一般的に行われていたとしている

ことから、申立内容と符合する上、申立人は、振替不能となったとみられる昭

和 60年 10月及び同年 11月の２か月の国民年金保険料を 61年３月 28日に納

付した実績を有することなどを踏まえると、申立期間①及び②の保険料につい

ても、別途送付されてきた納付書を使用して納付していたものと考えても不自

然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 6020 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から 48年３月まで 

② 昭和 49年１月から同年３月まで 

私は、幼少期から現在まで療養中であり、私の将来を心配した両親は、昭

和 42 年５月頃に、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付

していた。 

両親は既に死亡しており、詳細は分からないが、昭和 46 年３月に結婚し

て転居するまで同居していた姉から、市の人が集金に来ていたので両親が姉

と私の国民年金保険料を一緒に納付していたということを聞いた。 

 また、時期は覚えていないが、400 円、その後 550 円の国民年金保険料

を納付し、領収証書をもらったと聞いている。 

申立期間①及び②の両親が一緒に納付していた姉の国民年金保険料は納

付済みとなっているのに、私の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年５月頃に、その両親が国民年金の加入手続を行い、申

立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号

が昭和 48 年 10月 31日に払い出されていることが、国民年金手帳記号番号払

出簿から確認でき、この頃に国民年金の加入手続が行われたと推定できること

から、申立期間②の国民年金保険料は現年度納付が可能であったことが分かる。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間②の前後の期間の国

民年金保険料は現年度納付していることが確認できる。 

さらに、オンライン記録を見ると、国民年金の加入手続後の申立人の国民年



金保険料は、申立期間②を除き完納されており、療養中であった申立人の将来

を考え、加入手続後の保険料を継続して納付していた申立人の両親が、申立期

間②の保険料のみを未納のまま放置していたとは考え難い。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の母親は、昭和 49

年４月に国民年金手帳記号番号の払出しを受けており、時期は不明であるもの

の、申立期間②を含む 45年６月から 50年５月までの申立人の母親自身の国民

年金保険料を、「再開５年年金制度」を利用して納付していることを踏まえる

と、申立人の申立期間②の保険料納付が困難な事情はうかがえない。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金の加入手続時期は、前述の

とおり昭和 48 年 10 月頃であることから、42 年５月頃に加入手続を行ったと

する申立内容と符合しない上、当該加入手続の時点で、申立期間①のうち、同

年５月から 45年 12月までの国民年金保険料は、制度上、時効により納付する

ことができない。 

また、申立期間①は、71か月と長期間であり、これだけの長期間にわたり、

連続して国民年金保険料の収納及び記録管理に事務的過誤があったとは考え

難い。 

さらに、申立人は、国民年金保険料の納付については直接関与しておらず、

申立人の保険料を納付したとするその両親は既に死亡しているため、申立期間

①の保険料納付に関する事情は把握できない。 

加えて、申立期間①の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金  事案 6021 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年６月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年６月から 55年３月まで 

私は、昭和 54 年５月に会社を退職したので、母親が私に代わって国民年

金への加入手続を行い、結婚するまでの間、自宅に来た集金人に私の国民年

金保険料を納付していた。 

申立期間が未納期間とされているのは納得できないので、調査の上、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入期間について、申立期間の 10 か月を除き、国民

年金保険料を全て納付している上、申立期間に係る申立人の保険料を納付した

とするその母親は、保険料の納付が始まった昭和 36年４月から 60歳に達する

63 年＊月までの保険料を全て納付していることが確認でき、申立人及びその

母親の納付意識の高さがうかがえる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番

号は、申立期間の始期である昭和 54 年６月に払い出されていることが確認で

き、同月の厚生年金保険被保険者資格の喪失に伴う国民年金への切替手続が、

遅滞なく行われたものと推認できることから、申立人の母親が、同月から国民

年金保険料を納付しようとしたことがうかがえる。 

さらに、申立人は、その母親が自宅に来た集金人に国民年金保険料を納付し

ていたとしているところ、Ａ市によると、申立期間当時、同市では集金人によ

る保険料の収納も行われていたとしており、申立内容と符合することから、納

付意識の高い申立人の母親が、自らの保険料と一緒に申立期間に係る申立人の

保険料を集金人に納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪厚生年金 事案 12364 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し､厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年７月 11 日は 30 万円、同

年 12月９日は 37万円、18年 12月 11日は 40万円、19年７月 10日は 35万円、

同年 12月７日は 42万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

            

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 17年７月 11日 

② 平成 17年 12月９日 

③ 平成 18年 12月 11日 

④ 平成 19年７月 10日 

⑤ 平成 19年 12月７日 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の賞与の記録が無いことが分かった。申立期間につい

て、賞与の支払と保険料控除が確認できる賞与支給明細書を提出するので、

賞与の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額の記録が無いと申し立てているが、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与

額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基

づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い



方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人提出の賞与支給明細書

及びＡ社保管の支給控除項目一覧表の賞与額又は保険料控除額から、平成 17

年７月 11日は 30万円、同年 12月９日は 37万円、18年 12月 11日は 40万円、

19年７月 10日は 35万円、同年 12月７日は 42万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間当時に事

務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る平成 17年７月 11日、同年 12月９日、18年 12月 11日、

19 年７月 10 日及び同年 12 月７日の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。



大阪厚生年金 事案 12365 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を、平成 16 年７月及び同年８月は 28 万円、

同年９月から 18年６月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年７月 11日から 18年７月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報

酬月額が実際に受け取っていた給与額より低く記録されていることが分か

った。 

給与支払明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与支払明細

書の保険料控除額から、申立期間のうち、平成 16年７月及び同年８月は 28万

円、同年９月から 17年４月までの期間及び同年６月から同年 12月までの期間

は 24万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成 17 年５月に係る申立人の標準報酬月額につい



ては、申立人は給与支払明細書を所持していないものの、前後の期間の給与支

払明細書の保険料控除額が同額であり、当該期間についても前後の期間と同額

の保険料が控除されていたと推認されることから、同年５月は 24 万円とする

ことが妥当である。 

さらに、申立期間のうち、平成 18 年１月から同年６月までの期間に係る標

準報酬月額については、申立人は給与支払明細書を所持していないが、Ｂ市税

事務所提出の同年分給与支払報告書の「社会保険料等の金額」により推認でき

る厚生年金保険料額から、同年１月から同年６月までは 24 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は申立期間当時の資料を保存していないため不明であるとしてお

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 12366 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を、平成９年４月から同年 12 月までは 41 万円、10 年１月

から同年６月までは 34 万円、同年７月から 11 年５月までは 41 万円に訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 11年６月５日まで 

年金事務所から、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が

低すぎるのではないかとの問い合わせを受けた。年金事務所の記録によると、

申立期間の標準報酬月額は 16 万円ないし 17 万円となっているが、34 万円

から 41万円までの給与を得ていたと思うので、申立期間の標準報酬月額を、

実際の給与支給額に見合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成９年４月から同年 12 月までは 41 万円、10 年１月から同年６月までは 34

万円、同年７月から 11年５月までは 41万円と記録されていたところ、同年５

月 19 日付けで、９年４月１日に遡って、同年４月から 10 年９月までは 16 万

円、同年 10 月から 11 年５月までは 17 万円に引き下げられていることが確認

できる。 

しかし、当該遡及訂正は、２回の定時決定（平成９年 10 月、10 年 10 月）

及び２回の随時改定（平成 10 年１月、同年７月）を超えて行われており、不

自然な処理となっている。 

また、オンライン記録によると、同僚９人についても、申立人と同日に標準

報酬月額の遡及減額訂正が行われている。 

さらに、Ａ社に係る不納欠損決議書により、遡及訂正が行われた当時、同社

は社会保険料を滞納していたことが確認できるほか、当時に代表取締役であっ



た者も、社会保険料を滞納していたと陳述している。 

加えて、商業登記の記録によれば、申立人はＡ社の役員ではなく、申立人は、

「Ｂ業務に従事していた。」としているところ、同社の元取締役も申立人につ

いて同内容の陳述をしている。 

以上の事実を総合的に判断すると、平成 11年５月 19日付けで行われた遡及

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について、９年４月１日に

遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認められな

いことから、当該減額処理に係る有効な記録の訂正があったとは認められない。

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た、同年４月から同年 12 月までは 41 万円、10 年１

月から同年６月までは 34 万円、同年７月から 11 年５月までは 41 万円に訂正

することが必要である。



大阪厚生年金 事案 12367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、17 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く｡）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月１日から 53年 10月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬

月額が実際の給与額よりも低く記録されていることが分かった。申立期間の

給与支払明細書を提出するので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人提出

の給与支払明細書で確認できる保険料控除額から、17 万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 12368 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和40年３月 16日から同年６月１日までの期間について、

申立人のＡ社における資格喪失日は同年６月１日であると認められることか

ら、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、２万 2,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年３月 16日から 41年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間も継

続して同事業所で勤務していたので、厚生年金保険被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間もＡ社で継続して勤務していた

ことが推認できる。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 40 年６月１日に厚生年金保

険の適用事業所ではなくなっているところ、同事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿を見ると、当時の被保険者８人全員が、一旦、同日を資格喪

失日として記録された後、同日より後の同年９月 21日に、同年３月 16日に遡

って訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が、昭和 40年３月 16日に資格を喪失

した旨の記録は事実に即したものとは考え難く、当該処理を行う合理的な理由

はなく、当該資格喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人のＡ社における資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではな

くなった同年６月１日であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40



年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000円とすることが妥当

である。 

一方、申立期間のうち、昭和 40 年６月１日から 41 年 10 月１日までの期間

については、オンライン記録によると、Ａ社は、40 年６月１日に一旦厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、所在地を移転してＢ社として、再び

適用事業所となったのは、41年 10月１日であることから、当該期間はＡ社も

Ｂ社も厚生年金保険の適用事業所ではない。 

また、Ｂ社は、昭和 62 年４月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、申立期間当時の事業主は既に死亡しているため、これらの者から当該期

間の保険料控除等の状況を確認することもできない。 

さらに、Ａ社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と同様にＡ社で昭和 40年３月 16日に被保険者資格を喪失し、Ｂ社にお

いて41年10月１日に資格を取得していることが確認できる元従業員に照会し、

二人から回答を得たが、いずれも、申立期間における保険料控除までは分から

ないとしている。 

このほか、申立人の当該期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 23年４月 22日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 600円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 23年４月 22日から同年８月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｂ営業所に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。昭和

23年３月に旧制中学を卒業後、同社に入社し、継続して勤務していたので、

申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録の証明書から、申立人が申立期間も同社Ｂ営業

所に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立人と同期入社であった同僚から提出された給与明細書（昭和 23

年４月９日付け）を見ると、厚生年金保険料が控除されていることが確認でき

るところ、このことについて、Ａ社は、「給与明細書は真正なものと思われ、

同期入社の同僚が厚生年金保険料を控除されているので、申立人も同様に給与

から保険料の控除があったと、一般的には考えることができる。」としている。 

さらに、当該同僚は社員見習になった日に、厚生年金保険の被保険者資格を

取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の同僚提出の給与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、600円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金  事案 12370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 150万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 16年６月 18日 

ねんきん定期便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に支給され

た賞与の記録が無いことが分かった。賞与明細により、賞与の支給及び厚生

年金保険料の控除が確認できるので、申立期間の標準賞与額を記録してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びＡ社提出の賞与明細から、申立人が、申立期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細の保険料控除額から、150

万円とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金  事案 12371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 88万 4,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 16年６月 18日 

ねんきん定期便により、Ａ社Ｂ営業所に勤務した期間のうち、申立期間に

支給された賞与の記録が無いことが分かった。賞与明細により、賞与の支給

及び厚生年金保険料の控除が確認できるので、申立期間の標準賞与額を記録

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びＡ社提出の賞与明細から、申立人が、申立期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細の保険料控除額から、88

万 4,000円とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金  事案 12372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 111万 6,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 19年 12月７日 

ねんきん定期便により、Ａ社Ｂ営業所に勤務した期間のうち、申立期間に

支給された賞与の記録が無いことが分かった。賞与明細により、賞与の支給

及び厚生年金保険料の控除が確認できるので、申立期間の標準賞与額を記録

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賞与明細から、申立人が、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細の保険料控除額から、111

万 6,000円とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金  事案 12373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 83万 3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 18年 12月１日 

ねんきん定期便により、Ａ社Ｂ営業所に勤務した期間のうち、申立期間に

支給された賞与の記録が無いことが分かった。賞与明細により、賞与の支給

及び厚生年金保険料の控除が確認できるので、申立期間の標準賞与額を記録

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びＡ社提出の賞与明細から、申立人が、申立期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細の保険料控除額から、83

万 3,000円とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 12374 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 28 年３月 12 日から 30 年４月３日までの

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、当該期間

に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年 10月１日から 28年４月４日まで 

             ② 昭和 28年３月 12日から 30年４月３日まで 

③ 昭和 31年 11月５日から 36年４月５日まで 

年金事務所の記録によると、私が勤務した期間のうち、Ａ社Ｂ営業所、Ｃ

社及びＤ社Ｅ営業所での厚生年金保険の加入期間が脱退手当金支給済みと

なっている。 

脱退手当金を請求したこと、及び受給した記憶もないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、昭和 37年１月 29日に支

給決定されていることが確認できるところ、申立期間①に係るＡ社Ｂ営業所に

おける厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、当該支給決定日直前の

36年７月 15日付けで、脱退手当金算定に係る回答を示す「回答済」の表示が

確認できるとともに、申立期間③に係るＤ社Ｅ営業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、申立人と同一時期(おおむね２年以内)に被保険者

資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たすと考えられる同僚 42 人のうち

33人に支給記録が確認でき、そのうち申立人以外の 23人が、資格喪失日から

６か月以内に支給決定されている上、脱退手当金支給決定日が同一となってい

る受給者が複数散見されることを踏まえると、当該事業所では、事業主による

代理請求が行われていたことがうかがわれ、申立人についてもその委任に基づ

き事業主による代理請求が行われていた可能性が高いものと考えられること

から、当時、当該脱退手当金に係る支給がなされたものと考えられる。 



しかしながら、申立期間②(Ｃ社)について、異なる厚生年金保険被保険者台

帳記号番号で記録管理されている厚生年金保険の加入期間の脱退手当金を支

給する場合には、記号番号の重複整理を行った上で支給することとなるが、申

立てに係る三つの厚生年金保険の加入期間は二つの異なる記号番号で管理さ

れていたにもかかわらず、Ｃ社に係る記号番号の重複整理は行われていない。 

また、Ｃ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退

手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を、厚生省(当時)から裁定庁

(当時)へ回答した旨の記録は無いなど、脱退手当金の支給手続が適正になされ

たとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情等を総合的に判断すると、申立人は、申立期

間のうち、昭和 28 年３月 12 日から 30 年４月３日までの期間に係る脱退手当

金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 12375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額(22 万円)に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間に係る標準報酬月額の記録を 22 万円に訂正することが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年 10月１日から 14年７月 21日まで 

私は、平成 11年４月から 14年７月までＡ社において勤務していた。 

ねんきん定期便を確認したところ、申立期間の標準報酬月額は、給与総支

給額及び厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額より低い金額となっ

ている。 

給与明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社における給与明細書により、申立人は、申立期間において、

その主張する標準報酬月額(22万円)に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 12376 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 21年５月 15日に、Ｄ社（現在は、Ｂ社）Ｅ営

業所における資格喪失日に係る記録を 24 年８月１日に、同社Ｈ営業所におけ

る資格取得日に係る記録を 26年７月 24日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を、21 年５月は 180 円、24 年４月は 8,100 円、同年５月から同年７月までの

期間及び 26年７月は 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 40年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年５月 15日から同年６月１日まで 

② 昭和 24年４月１日から同年８月１日まで 

③ 昭和 26年７月 24日から同年８月 20日まで 

夫の厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

夫がＡ社及び同社が商号変更したＤ社で勤務した期間のうち、申立期間の加

入記録が無い旨の回答を受けた。夫は申立期間に社内異動はあったが、継続

して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻から提出された、Ｄ社作成の「昭和 37 年５、６、７月円満退職

者名簿」及び申立人作成の事業所勤務当時の異動を記したメモ並びにＢ社から

提出された申立人の氏名が記載された職員名簿 16 冊等から判断すると、申立

人がＡ社及びＤ社で継続して勤務し（昭和 21年５月 15日にＡ社Ｆ営業所から

同社Ｃ営業所に異動、24年４月１日にＤ社Ｅ営業所から同社Ｇ営業所に異動、

26 年７月 24 日に同社Ｇ営業所から同社Ｈ営業所に異動）、申立期間①、②及



び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

なお、Ｄ社Ｇ営業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 24 年８

月１日であることから、同社Ｇ営業所が適用事業所となるまでの期間は、引き

続き同社Ｅ営業所で厚生年金保険が適用されるべきであったと考えられる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ営業所におけ

る昭和 21 年６月の社会保険事務所の記録から 180 円とし、申立期間②の標準

報酬月額については、申立人のＤ社Ｅ営業所における 24 年３月及び申立人の

同社Ｇ営業所における同年８月の社会保険事務所の記録並びに当時の標準報

酬月額の等級区分から、同年４月は 8,100 円、同年５月から同年７月までは

8,000円とし、申立期間③の標準報酬月額については、申立人の同社Ｈ営業所

における 26 年８月の社会保険事務所の記録から、8,000 円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料が残っていないため保険料を納付したか否かについては不明

であるとしており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 12377 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平

成 16年 11月から 17年８月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 20 年８月１日から同年９月１日までの期間に

ついては、標準報酬月額の決定の基礎となる 19年４月から同年６月までは 38

万円に相当する報酬月額が、20 年９月１日から 21 年８月 21 日までの期間に

ついては、標準報酬月額の決定の基礎となる 20年４月から同年６月までは 38

万円に相当する報酬月額が事業主により申立人に支払われていたと認められ

ることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を、同年８月から

21年７月までは 38万円に訂正することが必要である。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、平成 20年８月 10日及び同年 12月 10

日について、いずれも標準賞与額 25 万円に相当する賞与が事業主により支払

われていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を 25 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年１月 21日から 20年８月１日まで 

② 平成 20年８月１日から 21年８月 21日まで 

③ 平成 17年８月 10日 

④ 平成 17年 12月 10日 

⑤ 平成 18年８月 10日 

⑥ 平成 18年 12月６日 

⑦ 平成 19年８月 10日 

⑧ 平成 19年 12月 10日 

⑨ 平成 20年８月 10日 

⑩ 平成 20年 12月 10日 



ねんきん定期便により、Ａ社で勤務した申立期間の標準報酬月額が、実際

に支給された給与額よりも低く記録されていることが分かった。給与支払明

細書を提出するので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

また、申立期間の賞与についても、支給されていたにもかかわらず厚生年

金保険の記録となっていないので、標準賞与額を記録してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額及び申立期間③から⑩までの

標準賞与額に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法

律の適用については、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により

消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅してい

た期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律(以下「厚生年金特例法」という。)を、その他の期間については、

厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏ま

えて、当委員会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基

づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間①及び申立期間③から⑧までについては、本件申立

日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるから、厚生年

金特例法を、申立期間②、⑨及び⑩については、本件申立日において保険料

徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用

する。 

２ 申立期間①については、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、申立人

から提出のあった給与支払明細書及び事業主から提出のあった賃金台帳に

おいて確認できる報酬月額又は保険料控除額から、平成 16 年 11 月から 17

年８月までは 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）

に誤って提出したとしていることから、社会保険事務所の記録どおりの届出

が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、当該期間の標準報酬月

額に基づく保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 16 年１月 21 日から同年 11 月１日までの



期間及び 17年９月１日から 20年８月１日までの期間に係る標準報酬月額に

ついては、給与支払明細書及び賃金台帳の保険料控除額に見合う標準報酬月

額がオンライン記録と一致していることから、厚生年金特例法に基づく記録

の訂正を行う必要は認められない。 

また、申立期間③から⑧までの標準賞与額については、賞与支払明細書及

び賃金台帳により、厚生年金保険料が控除されていないことが確認できるこ

とから、標準賞与額に係る記録の訂正を行う必要は認められない。 

３ 申立期間②については、当該期間の標準報酬月額はオンライン記録による

と、平成 20年８月から 21年７月までは 22万円と記録されている。しかし、

申立人から提出のあった給与支払明細書及び事業主から提出のあった賃金

台帳によると、20 年８月１日から同年９月１日までの期間に係る標準報酬

月額の決定の基礎となる19年４月から同年６月までは標準報酬月額 38万円

に相当する報酬月額が、20 年９月１日から 21 年８月 21 日までの期間に係

る標準報酬月額の決定の基礎となる 20 年４月から同年６月までは標準報酬

月額 38 万円に相当する報酬月額が、事業主により申立人に支払われていた

ことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を、平成 20 年８月から

21年７月までは 38万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間⑨及び⑩の標準賞与額については、申立人から提出のあっ

た賞与支払明細書及び事業主から提出のあった賃金台帳により、それぞれ、

標準賞与額 25 万円に相当する賞与が事業主により支払われていたことが確

認できる。 

したがって、申立人に係るＡ社における平成 20 年８月 10 日及び同年 12

月 10日の標準賞与額に係る記録を 25万円に訂正することが必要である。 



大阪厚生年金  事案 12378 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録

を、平成 15 年７月９日は 16 万 3,000 円、同年 12 月 10 日は 32万 6,000 円、

17 年７月 10 日は 14万 2,000 円、同年 12月８日は 32 万 5,000円、18 年７月

７日は 14 万 1,000 円、同年 12 月８日は 34 万 6,000 円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月９日 

             ② 平成 15年 12月 10日 

             ③ 平成 17年７月 10日 

             ④ 平成 17年 12月８日 

             ⑤ 平成 18年７月７日 

             ⑥ 平成 18年 12月８日 

    厚生年金保険の加入記録では、申立期間に支給された賞与について記録が

無いことが分かったので、事業主が当該期間の賞与に係る賞与支払届を年金

事務所に提出したが、時効により保険料を納付することができなかった。 

申立期間の賞与に係る保険料の控除が確認できる給料支払明細書（賞与）

を提出するので、賞与から保険料が控除されていたことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及



び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給料支払明細

書（賞与）の賞与額及び保険料控除額から、平成 15年７月９日は 16万 3,000

円、同年 12月 10日は 32万 6,000円、17年７月 10日は 14万 2,000円、同年

12月８日は 32万 5,000円、18年７月７日は 14万 1,000円、同年 12月８日は

34万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15年７月９日、同年 12月 10日、17年７

月 10日、同年 12月８日、18年７月７日及び同年 12月８日の標準賞与額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 12379 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録

を、平成 15年７月９日は８万 9,000円、同年 12月 10日は 20万 8,000円、17

年７月 10日は９万 1,000円、同年 12月８日は 20万 9,000円、18年７月７日

は９万1,000円、同年12月８日は21万7,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月９日 

             ② 平成 15年 12月 10日 

             ③ 平成 17年７月 10日 

             ④ 平成 17年 12月８日 

             ⑤ 平成 18年７月７日 

             ⑥ 平成 18年 12月８日 

    厚生年金保険の加入記録では、申立期間に支給された賞与について記録が

無いことが分かったので、事業主が当該期間の賞与に係る賞与支払届を年金

事務所に提出したが、時効により保険料を納付することができなかった。 

申立期間の賞与に係る保険料の控除が確認できる給料支払明細書（賞与）

を提出するので、賞与から保険料が控除されていたことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金



保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給料支払明細

書（賞与）の賞与額及び保険料控除額から、平成 15 年７月９日は８万 9,000

円、同年 12 月 10 日は 20 万 8,000 円、17 年７月 10 日は９万 1,000 円、同年

12 月８日は 20 万 9,000 円、18 年７月７日は９万 1,000 円、同年 12 月８日は

21万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15年７月９日、同年 12月 10日、17年７

月 10日、同年 12月８日、18年７月７日及び同年 12月８日の標準賞与額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 12380 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録

を、平成 15年７月９日は８万 3,000円、同年 12月 10日は 20万 4,000円、17

年７月 10日は８万 5,000円、同年 12月８日は 19万 6,000円、18年７月７日

は８万5,000円、同年12月８日は20万3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月９日 

             ② 平成 15年 12月 10日 

             ③ 平成 17年７月 10日 

             ④ 平成 17年 12月８日 

             ⑤ 平成 18年７月７日 

             ⑥ 平成 18年 12月８日 

    厚生年金保険の加入記録では、申立期間に支給された賞与について記録が

無いことが分かったので、事業主が当該期間の賞与に係る賞与支払届を年金

事務所に提出したが、時効により保険料を納付することができなかった。 

申立期間の賞与に係る保険料の控除が確認できる給料支払明細書（賞与）

を提出するので、賞与から保険料が控除されていたことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金



保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給料支払明細

書（賞与）の賞与額及び保険料控除額から、平成 15 年７月９日は８万 3,000

円、同年 12 月 10 日は 20 万 4,000 円、17 年７月 10 日は８万 5,000 円、同年

12 月８日は 19 万 6,000 円、18 年７月７日は８万 5,000 円、同年 12 月８日は

20万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15年７月９日、同年 12月 10日、17年７

月 10日、同年 12月８日、18年７月７日及び同年 12月８日の標準賞与額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 12381 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録

を、平成 15 年 12 月 10 日は 11 万 2,000 円、17 年７月 10 日は９万 8,000 円、

同年 12月８日は 22万 4,000円、18年７月７日は９万 8,000円、同年 12月８

日は 23万 2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年 12月 10日 

             ② 平成 17年７月 10日 

             ③ 平成 17年 12月８日 

             ④ 平成 18年７月７日 

             ⑤ 平成 18年 12月８日 

    厚生年金保険の加入記録では、申立期間に支給された賞与について記録が

無いことが分かったので、事業主が当該期間の賞与に係る賞与支払届を年金

事務所に提出したが、時効により保険料を納付することができなかった。 

申立期間の賞与に係る保険料の控除が確認できる給料支払明細書（賞与）

を提出するので、賞与から保険料が控除されていたことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である



ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給料支払明細

書（賞与）の賞与額及び保険料控除額から、平成 15年 12月 10日は 11万 2,000

円、17年７月 10日は９万 8,000円、同年 12月８日は 22万 4,000円、18年７

月７日は９万 8,000円、同年 12月８日は 23万 2,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15 年 12 月 10 日、17 年７月 10 日、同年

12月８日、18年７月７日及び同年 12月８日の標準賞与額に基づく保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 12382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録

を、平成 17 年７月 10 日は１万円、同年 12 月８日は 16 万 4,000 円、18 年７

月７日は７万 2,000円、同年 12月８日は 17万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 17年７月 10日 

             ② 平成 17年 12月８日 

             ③ 平成 18年７月７日 

             ④ 平成 18年 12月８日 

    厚生年金保険の加入記録では、申立期間に支給された賞与について記録が

無いことが分かったので、事業主が当該期間の賞与に係る賞与支払届を年金

事務所に提出したが、時効により保険料を納付することができなかった。 

申立期間の賞与に係る保険料の控除が確認できる給料支払明細書（賞与）

を提出するので、賞与から保険料が控除されていたことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給料支払明細



書（賞与）の賞与額及び保険料控除額から、平成 17年７月 10日は１万円、同

年 12月８日は 16万 4,000円、18年７月７日は７万 2,000円、同年 12月８日

は 17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 17年７月 10日、同年 12月８日、18年７

月７日及び同年 12 月８日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



大阪厚生年金 事案 12383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年２月６日から 40年３月１日まで 

         ② 昭和 42年４月１日から 43年８月 31日まで 

         ③ 昭和 43年 11月１日から 44年 12月１日まで 

         ④ 昭和 44年 12月１日から 49年２月１日まで 

    Ａ社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社に勤務していた期間（それぞれ申立期間①、

②、③及び④）については、脱退手当金が支給されたことになっている。

しかし、脱退手当金は請求も受給もしていないので、調査の上、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、Ｄ社における厚生

年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和49年４月30日に支給決

定されている。 

しかし、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①と②の間にあ

るＥ社及びＦ社における被保険者期間については、その計算の基礎とされてお

らず未請求となっており、このうち、Ｆ社における被保険者期間は 20 か月に

及び、申立期間②のＢ社における被保険者期間（16 か月）及び申立期間③の

Ｃ社における被保険者期間（13 か月）よりも長いことを踏まえると、申立人

が、Ｆ社における被保険者期間を失念して請求するとは考え難い上、未請求と

なっている被保険者期間と申立期間は同一番号で管理されているにもかかわ

らず、支給されていない期間として存在することは事務処理上も不自然である。 

また、申立人は、「Ｄ社を退職してすぐに、Ｇ国Ｈ市に移住したので、私は

脱退手当金の請求手続をしていないし、事業主に代理請求を依頼したこともな



い。」と陳述しているところ、Ｈ市発行の居住証明書から、申立人が、Ｄ社に

おける厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び脱退手当金の支給決定日には、

既にＨ市に居住していたことが確認でき、さらに、申立期間当時の事業主も、

「申立人から、脱退手当金の請求手続を依頼されたことはないので、代理請求

はしていない。」と陳述しており、申立人が申立期間に係る脱退手当金を自ら

請求した、あるいは事業主による代理請求がなされたことをうかがわせる事情

は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 12384 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 63 年 10 月１日から平成元年 10 月１日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、当該期間の標準

報酬月額に係る記録を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月１日から平成元年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が 41 万円と記録さ

れていることが、日本年金機構から送られてきた「厚生年金加入記録のお知

らせ」により分かった。申立期間当時、毎年１万円から１万 2,000円までの

ベースアップがあったのに、申立期間を通じて同額となっているのは納得が

いかないので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 63 年 10 月１日から平成元年 10 月１日までの期間に

ついて、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

当初、44 万円と記録されていたところ、資格喪失日（平成 11 年５月 20 日）

より後の平成 11年７月 12日付けで、41万円に引き下げられている。 

この点について、Ｂ年金事務所及びＣ年金事務所は、「申立人の老齢給付を

裁定した平成 11 年当時に、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見て、過去の標準報酬月額の点検を行った。その際、同名簿の昭和 62 年 10

月（定時決定）の記載を 63年 10月（定時決定）と見誤ったために、オンライ

ン記録において、同年 10 月の標準報酬月額である 44 万円を 62 年 10 月の 41

万円に訂正してしまったと考えられる。」としている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の当該期間

に係る標準報酬月額の記録管理が適正に行われていなかったものと認められ

ることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た 44万円に訂正することが必要である。 



一方、申立期間のうち、昭和 61年 10月１日から 63年 10月１日までの期間

については、オンライン記録及び前述の被保険者名簿を見ても、申立人の標準

報酬月額が遡及訂正されたなど社会保険事務所の記録管理に不自然な点は見

られない。 

また、Ａ社は、平成 12年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は既に死亡している上、複数の同僚が社会保険事務及び

給与計算の担当であったとする者も既に死亡しているため、これらの者から申

立人の当該期間における保険料控除額について確認することができない。 

さらに、前述の被保険者名簿において、当該期間の標準報酬月額が申立人と

同額の 41 万円と記録されている者が複数確認でき、このうちの一人を含む同

僚二人から提出のあった給与支給明細書を見ると、記載されている厚生年金保

険料控除額は、両人共にオンライン記録の標準報酬月額に基づく保険料額と一

致している。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、昭和 61 年 10 月１日から 63 年 10 月１日までの期間について、

申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12385 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成５年５月から

同年 10月までは 17万円、同年 11月から９年７月までは 22万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年５月１日から９年８月 30日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、11万円となっているが、

実際の給与額はその倍額程度であった。申立期間当時、同社は、私を含む従

業員の給与額を実際の半額程度で社会保険事務所（当時）に届け出ておきな

がら、給与からは従業員の同意も得ずに、被保険者負担分の保険料に加えて

事業主負担分の保険料も控除していたので、申立期間の標準報酬月額を年金

事務所に記録されている標準報酬月額の倍額程度に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給料明細書で

確認できる保険料控除額から、申立期間のうち、平成５年５月から同年 10 月

までの期間は 17万円、同年 11月から７年６月までの期間、同年８月から８年

12月までの期間及び９年２月から同年７月までの期間は 22万円とすることが

妥当である。 



また、申立期間のうち、平成７年７月及び９年１月の標準報酬月額について

は、給料明細書など当該期間の保険料控除額を確認できる資料は無いが、給料

明細書のある前後の期間の保険料控除額が一定であること等から判断して、22

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は当時の資料が無いため不明としているものの、給料明細書で確認できる保

険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期に

わたり一致していないことから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額を

社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月

額に見合う標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 12386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成２年 10 月か

ら３年３月までは 47万円、同年４月から同年６月までは 50万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から３年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ営業所に

勤務した期間のうち、平成２年 10 月から３年６月までの標準報酬月額が、

実際の支給額及びその前後の期間と比べて大幅に低い記録となっているこ

とが分かった。申立期間の給与支給明細票を提出するので、給与支給額に見

合った正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した平成２年 10 月から３

年６月までの期間に係る給与支給明細票において確認できる報酬月額及び厚

生年金保険料の控除額から判断すると、申立人は、当該期間において、オンラ

イン記録上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より多い保険料額を、給

与から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成２年

10 月から３年３月までは 47 万円、同年４月から同年６月までは 50 万円とす



ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金  事案 12387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、62 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000円と

されているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録

を 62万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20年９月１日から 21年５月１日まで 

    ねんきん定期便で、自身が役員を務めるＡ社での申立期間の標準報酬月額

が、実際に支給を受けていた給与よりも低額であることが判明した。その後、

同社から記録訂正の届出が行われたが、申立期間については、既に時効が成

立していることから、訂正後の標準報酬月額が厚生年金保険の給付額に反映

しない記録となっているので、当該記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳の写しにより、申立人は申立期間において、そ

の主張する標準報酬月額（62 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所(当

時)に対して誤って提出し、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、訂正の届出を行っていることから、事業主が社会保険事務所の記録どお

りの届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を平成

３年７月 11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16万円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年７月 11日から同年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社の派遣従業

員として、Ｂ社のＣ業務をしていた申立期間の加入記録が無いとの回答をも

らった。平成３年７月 11 日付けで、派遣元がＤ社（現在は、Ｅ社）からＡ

社に変わったが、勤務条件に変更はないはずなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間においてＡ社で勤務していた

ことが認められる。 

また、Ａ社の営業担当者は、「Ｄ社からＢ社の業務を引き継いだ際、派遣ス

タッフもそのまま引き継いだ。派遣スタッフの社会保険の加入の有無について

は分からないが、賃金及び労働時間等の勤務条件も変わりなく引き継いでいる

と思う。」旨を陳述しており、これらのことは、申立人の申立内容と符合する。 

さらに、申立人提出の給与振込口座の元帳を見ると、申立期間もＡ社から給

与が振り込まれていることが確認できる上、申立期間の給与振込額は、申立期

間前のＤ社で厚生年金保険被保険者となっていた期間の振込額、及び申立人の

Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録が有る期間の振込額と近似した額

であることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年

９月の社会保険事務所（当時）の記録から、16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 12389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成14年６月及び同年７月は30万円、同年８月から17年３月までは32万円、

同年４月及び同年５月は 34万円、同年６月は 20万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 15 年 12 月 29 日に支給された賞与において、

申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の

記録を 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14年６月１日から 18年９月１日まで 

             ② 平成 15年 12月 29日 

私は、平成 14 年６月１日から 22 年７月 30 日までＡ社でＢ業務従事者と

して勤務した。しかし、申立期間①の標準報酬月額の記録と給与明細書の支

給額合計及び保険料控除額が相違しているので、調査の上、標準報酬月額を

訂正してほしい。 

また、平成 15年 12月支給の賞与から厚生年金保険料が控除されているの

に、標準賞与額の記録となっていないので、調査の上、申立期間②の標準賞

与額の記録となるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に



基づき標準報酬月額（標準賞与額）を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額（賞与額）のそれぞれに基づく標準報酬月額（標準

賞与額）の範囲内であることから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①について、申立人提出の申立期間に係る給与明細書、

給与所得の源泉徴収票、市民税県民税特別徴収税額の通知書並びに預金取引明

細表において確認できる保険料控除額及び報酬月額から、申立期間のうち、平

成 14 年６月及び同年７月は 30 万円、同年８月から 17 年３月までは 32 万円、

同年４月及び同年５月は34万円、同年６月は 20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は、平成 22年７月 31日に適用事業所ではなくなっており、事業主

も所在不明であるが、給与明細書及び給与所得の源泉徴収票等において確認で

きる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額と、社会保険事務所（当

時）で記録されている標準報酬月額が長期にわたり一致していないことから、

当該期間について、事業主は、記録どおりの標準報酬月額を社会保険事務所に

届け、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 17年７月から 18年８月までについては、申

立人から、「平成 17年７月からは、ずっとＡ社を休職していたので、当該期間

の給与は受け取っていないし、休職していた期間の厚生年金保険料を同社に支

払った覚えもない。」旨の陳述がある上、給与明細書等を所持しておらず、当

該期間の給与支給額、厚生年金保険料控除額を確認できないことから、記録の

訂正の必要は認められない。 

次に、申立期間②に係る申立人の標準賞与額について、申立人提出の賞与明

細書において確認できる保険料控除額及び賞与額から、平成 15 年 12 月 29 日

は 28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は、平成 22年７月 31日に適用事業所ではなくなっており、事業主

も所在不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 12390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 15 年４月から同年８月までの期間及び 20 年４月は 28 万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 23年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成４年 11月１日から 20年６月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間の標準報酬月額が、実際の給与額よりも低く届け出られていることを知

った。 

申立ての事実を確認できる給与明細書を提出するので、当該期間の標準報

酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与支給明細

書で確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、平成 15 年４月

から同年８月までの期間及び 20年４月は 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主はオンライン記録どおりの届出を行ったとしていることから、事業主は、給

与明細書で確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その



結果、社会保険事務所（当時）は、当該保険料控除額に見合う保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 15 年１月１日から同年４月１日までの期間、

同年９月１日から 20 年４月１日までの期間及び同年５月１日から同年６月１

日までの期間については、申立人から提出された当該期間に係る給与明細書を

見ると、31万円から 50万円程度までの給与が支給されている記載が有るもの

の、同明細書に記載されている厚生年金保険料控除額に相当する標準報酬月額

は、オンライン記録における標準報酬月額（平成 15 年１月から同年３月まで

は 26万円、同年９月から 20年３月までは 28万円、同年５月は 20万円）と一

致していることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

また、申立期間のうち、平成４年 11月１日から 15年１月１日までの期間に

ついては、当該期間に係る給与額及び厚生年金保険料の控除額が分かる給与明

細書並びに源泉徴収簿等の資料は無いものの、Ｂ市から提出された当該期間に

係る市民税県民税課税台帳を見ると、同台帳に記載されている社会保険料は、

オンライン記録から算出された社会保険料とおおむね符合していることが確

認できる。 

このほか、申立人が当該期間において、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12391 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 41年２月 27日から同年４月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年４月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 42年７月 28日から同年８月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社Ｃ営業所における資格喪失日に係る記録

を同年８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を４万 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年９月１日から 41年１月 17日まで 

             ② 昭和 41年２月 27日から同年４月１日まで 

             ③ 昭和 42年７月 28日から同年８月１日まで 

             ④ 昭和 42年８月１日から 43年 10月１日まで 

    年金事務所の記録では、私がＢ社に勤務していた期間のうち、申立期間①

及び④に係る標準報酬月額が、実際の給与支給額と比較して低額となってい

るので、当該期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

    また、Ｂ社及び同社子会社のＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間②

及び③が厚生年金保険の未加入期間となっているが、私は、Ｂ社又はＡ社の

いずれかの事業所に継続して勤務しており、途中で退職した記憶はないので、

当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



申立期間②について、複数の同僚の陳述及び雇用保険の加入記録から判断す

ると、申立人は、申立期間に途中退職することなくＡ社及びＢ社に継続して勤

務し（Ａ社からＢ社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、異動先のＢ社Ｃ営業所が厚生年金保険の適用事業

所となった日が昭和 41 年４月１日であることから、同日とすることが相当で

ある。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 41

年１月の社会保険事務所(当時)の記録から、３万 9,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社の申立期間当時の事業主及び給与計算事務担当者は既に死

亡又は所在不明であるため、これらの者から申立期間における保険料納付の状

況を確認できず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に事業主が

申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

申立期間③について、複数の同僚の陳述及び雇用保険の加入記録から判断す

ると、申立人が申立期間もＢ社Ｃ営業所に継続して勤務し(昭和 42年８月１日

にＢ社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社Ｃ営業所における

昭和 42 年６月の社会保険事務所の記録から、４万 5,000 円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ｂ社の申立期間当時の事業主及び給与計算事務担当者は既に死

亡しており、これらの者から申立期間における保険料納付の状況を確認できず、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に事業主が

申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

申立期間①及び④について、申立人は、当該期間の標準報酬月額が実際の給

与支給額より低く記録されている旨主張しているが、申立人は、申立期間に係

る給与明細書等の資料を所持していない上、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事



業所ではなくなっており、現在の代表取締役の夫である事実上の代表者は、「申

立期間に係る賃金台帳等の資料は廃棄済みである。」旨陳述していることから、

申立期間の給与支給額及び厚生年金保険料控除額は不明であり、申立期間の標

準報酬月額が、申立人の主張する額であったことを確認できない。 

また、申立人は、「申立期間当時の給与額は、Ｂ社の当時の社長と私との間

での約束事であり、同社の他の者は、私の給与額は分からないと思う。」旨陳

述しているところ、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名が確

認でき、後に同社役員に就任している同僚は、「申立人がＢ社に入社した経緯

からすると、同社での給与額が、以前の勤務先の給与額より大幅に下がるとは

考え難い。しかし、私は、申立人の給与額を知らないし、標準報酬月額の届出

に関しては、何も分からない。」旨陳述している上、申立期間当時の事業主、

給与計算担当者及び社会保険事務担当者は、既に死亡しており、これらの者か

ら申立人の申立期間における報酬額及び厚生年金保険料控除額についての陳

述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間①及び④について、その主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び④について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことは認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 12392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を４万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月 25日 

年金事務所に厚生年金保険の記録について照会したところ、申立期間に支

給された賞与に係る標準賞与額が２万円と記録されている旨の回答をもら

った。 

しかし、Ａ社発行の賞与に係る「給与支払明細書」から、申立期間に係る

賞与額は４万円であったことが確認できるので、申立期間の標準賞与額の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準賞与額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、申立人提出の

賞与に係る「給与支払明細書」において確認できる賞与額及び厚生年金保険料

控除額から、４万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の記



載に誤りがあったことを認めていることから、オンライン記録どおりの届出が

事業主から行われ、その結果、社会保険事務所（当時）は、上記訂正後の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 18 年 12 月 10 日、19 年７月 10 日及び同

年 12月 10日について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標

準賞与額に係る記録を、18 年 12 月 10 日は 93 万円、19 年７月 10 日は 109 万

2,000円及び同年 12月 10日は 94万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 20年７月 10日に支給された賞与に

おいて、109万 2,000円の標準賞与額に相当する賞与が事業主により支払われ

ていたと認められることから、申立人のＡ社における同年７月 10 日の標準賞

与額に係る記録を 109万 2,000円に訂正することが必要である。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、平成 20 年 12 月 10 日、21 年７月 10

日及び同年 12月 10日に支給された賞与において、20年 12月 10日は 94万円、

21年７月 10日は 85万 5,000円及び同年 12月 10日は 65万 8,000円の標準賞

与額に相当する賞与が事業主により支払われていたと認められることから、申

立人のＢ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を、20 年 12 月 10 日は

94万円、21年７月 10日は 85万 5,000円、同年 12月 10日は 65万 8,000円に

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年 12月 10日 

② 平成 19年７月 10日 

③ 平成 19年 12月 10日 

④ 平成 20年７月 10日 

⑤ 平成 20年 12月 10日 

⑥ 平成 21年７月 10日 

⑦ 平成 21年 12月 10日 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務期間中の平成 18 年 12 月 10 日、



19年７月 10日、同年 12月 10日及び 20年７月 10日並びにＢ社に勤務期間

中の同年 12月 10日、21年７月 10日及び同年 12月 10日に支給された賞与

に係る標準賞与額の記録が無い。 

当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間に係る標準

賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額に係る年金記録の確認を求めているが、あ

っせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚生年金保険の保険料

徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効

により消滅していた期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）を、その他の期

間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示され

たことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間に適用され

る法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

申立期間のうち、平成 18 年 12 月 10 日、19 年７月 10 日及び同年 12 月 10

日については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期

間であるから、厚生年金特例法を、20年７月 10日、同年 12月 10日、21年７

月 10 日及び同年 12 月 10 日については、本件申立日において保険料徴収権が

時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているところ、厚

生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人提出の賃金台帳におい

て確認できる賞与額及び保険料控除額から、申立期間のうち、平成 18 年 12

月 10 日は 93 万円、19 年７月 10 日は 109 万 2,000 円、同年 12 月 10 日は 94

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社

会保険事務所（当時）に提出していないことを認めていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る平成 18年 12月 10日、19年７月 10日及び同年 12月

10 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

次に、申立期間のうち、厚生年金保険法を適用する平成 20年７月 10日につ

いては、申立人提出の賃金台帳及び賞与明細書によると、109万 2,000円の標

準賞与額に相当する賞与が事業主により申立人へ支払われていたことが確認



できる。 

したがって、申立人のＡ社における平成 20年７月 10日の標準賞与額を 109

万 2,000円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、厚生年金保険法を適用する平成 20 年 12 月 10 日、

21年７月 10日及び同年 12月 10日については、申立人提出の賃金台帳及び賞

与明細書によると、20年 12月 10日は 94万円、21年７月 10日は 85万 5,000

円及び同年 12 月 10 日は 65 万 8,000 円の標準賞与額に相当する賞与が事業主

により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＢ社における標準賞与額を、平成 20 年 12 月 10 日は

94万円、21年７月 10日は 85万 5,000円、同年 12月 10日は 65万 8,000円に

訂正することが必要である。



大阪厚生年金 事案 12394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成

12年３月１日、資格喪失日が 21年２月１日とされ、当該期間のうち、同年１

月１日から同年２月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社におけ

る資格喪失日に係る記録を同年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21年１月１日から同年２月１日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた平成 12 年３月１日から

21 年２月１日の期間のうち、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされ

ている。しかし、同社の事務担当者が資格喪失日を間違えただけであり、厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる書類を提出するので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所提出の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）、在職

証明書、申立期間の賃金台帳及び出勤簿等から、申立人は、Ａ社に平成 12 年

３月１日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、事業所提出の申立期間に係る賃

金台帳の記録から判断すると、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤っ

て提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを

認めていることから、事業主が平成 21 年１月１日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。



大阪厚生年金 事案 12395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成

18年３月１日、資格喪失日が 21年２月１日とされ、当該期間のうち、同年１

月１日から同年２月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社におけ

る資格喪失日に係る記録を同年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 61年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21年１月１日から同年２月１日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた平成 18 年３月１日から

21 年２月１日の期間のうち、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされ

ている。しかし、同社の事務担当者が資格喪失日を間違えただけであり、厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる書類を提出するので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所提出の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）、在職

証明書、申立期間の賃金台帳及び出勤簿等から、申立人は、Ａ社に平成 18 年

３月１日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、事業所提出の申立期間に係る賃

金台帳の記録から判断すると、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤っ

て提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを

認めていることから、事業主が平成 21 年１月１日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。



大阪厚生年金 事案 12396 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 25年 10月 23日から 26年４月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る記録を同年

４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 4,000円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年 10月 23日から 30年 10月１日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社Ｂ支社Ｃ営業所及びＤ社（現在は、Ｅ社）

に勤務していた期間のうち、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となって

いる。 

しかし、私は、昭和 24年８月にＡ社Ｂ支社Ｆ営業所に入社し、25年９月

頃に同社Ｂ支社Ｃ営業所に転勤し、その後、同社Ｂ支社は、Ｄ社（現在は、

Ｅ社）となったが、私は、その後も同社のＧ営業所に継続して勤務していた

ことに間違いなく、途中で退職していないので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 25 年 10 月 23 日から 26 年３月 31 日までの期間につ

いて、Ｅ社提出の役職員カード職歴欄の記載内容から判断すると、申立人は、

Ａ社Ｂ支社に在籍していたことが認められる。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同日の

昭和 30 年 10 月１日に被保険者資格を取得したことが確認できる同僚は、「私

は、昭和 29 年４月頃からＨ社に勤務したが、申立人は既に同社に勤務してお

り、申立人が当時Ｆ営業所に勤務していたこと、及び 26 年４月１日以前から

継続して勤務していた話を聞いたことがある。また、申立人はＪ職であったが、



女性の職種はＪ職以外になかったので、申立期間前の勤務条件から変更はなか

ったと思う。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社Ｂ支社及びＤ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏

名が確認できる同僚は、「Ａ社Ｂ支社の各営業所の給与計算は、同支社で一括

して事務処理をしていた。」旨陳述していることから、同社Ｂ支社Ｃ営業所で

勤務していた申立人の厚生年金保険料等の控除に関しては、同社Ｂ支社で一括

して行われていたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 25 年 10

月 23日から 26年４月１日までの期間について、Ａ社Ｂ支社に勤務し、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における昭

和 25 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

Ｂ支社は適用事業所ではなくなっている上、同社Ｂ支社の後の事業主は不明と

しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 26 年４月１日から 30 年 10 月１日までの期間

について、Ｅ社提出の役職員カード職歴欄の記載内容から、申立人は、Ｈ社に

在職していたものと認められるところ、Ｉ健康保険組合提出の同社に係る健康

保険組合被保険者名簿から、申立人は当該期間について同社の被保険者として

取り扱われていたことが確認できる。 

しかし、Ｈ社は、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社に係

る前述の被保険者名簿に氏名が確認できる同僚の一人は、「Ｈ社は、健康保険

のみに加入し、厚生年金保険には加入していない。」旨陳述している。 

また、Ｈ社に係る上記被保険者名簿に氏名が確認できる同僚６人の厚生年金

保険の記録をみると、Ｉ健康保険組合に加入していた期間における厚生年金保

険被保険者記録は見当たらない。 

さらに、Ａ社Ｂ支社に係る前述の被保険者名簿において申立人が申立期間の

同僚として名前を挙げた同僚３人の被保険者記録が確認できるものの、当該３

人は死亡又は所在不明のため、申立人の保険料控除の状況等について確認でき

ない。 

なお、申立人は、昭和 26 年４月１日以後は、Ｄ社に継続して勤務していた



旨主張しているが、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日は昭和 26 年

７月１日であり、申立人の同社に係る雇用保険被保険者資格の取得日、Ｅ社提

出の役職員カードから確認できる同社への入社年月日及びＩ健康保険組合提

出の同社に係る前述の被保険者名簿から確認できる被保険者資格の取得日は、

いずれも 30年 10月１日であることから、当該日までの期間は、同社に在籍し

ていなかったと考えるのが自然である。 

このほか、申立人が申立期間のうち、昭和 26 年４月１日から 30 年 10 月１

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 26 年４月１日か

ら 30年 10月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成２年３月１日から同年９月 30日までの期間について、

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、32 万円であっ

たと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を訂正

することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成２年９月 30日から同年 10月１日までの期間に

ついて、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年 10 月１日であると認めら

れることから、申立人の当該期間における厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正する必要がある。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、32 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月１日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間について、平成２年９月末まで同社Ｂ営業所に勤務したにもかかわ

らず、被保険者資格の喪失日が同年９月 30 日となっている上、一部期間の

標準報酬月額が実際に支給されていた給与額よりも低く記録されているこ

とが分かったので、申立期間の厚生年金保険被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、当初、Ａ社での申立人の厚生年金保険被保険者資

格の喪失日は、平成２年 10 月１日と記録されており、また、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、32 万円と記録されていたが、同社が適用事業所で

はなくなった同年 10月１日（以下「全喪日」という。）から約７か月後の３年

５月２日付けで、申立人の資格喪失日が２年９月 30 日に遡及訂正されている

こと、及び申立人の同年３月１日から前述の遡及訂正後の資格喪失日（平成２

年９月 30日）までの期間に係る標準報酬月額が同年３月１日に遡及して 15万

円に減額訂正されていることが確認できる。 



しかし、雇用保険の加入記録から、Ａ社での申立人の離職日は平成２年９月

30 日であり、前述の遡及訂正前の申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の

喪失日の同年 10 月１日と整合（厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、退職

日の翌日）していることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、当初、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格

の喪失日が同社の全喪日と同じ日の平成２年 10 月１日と記録されていた申立

人以外の８人についても、申立人と同様に、同社の全喪日から約７か月後の３

年５月２日付けで、その全員の資格喪失日が平成２年９月 30 日に遡及訂正さ

れていること、及び当該８人のうち７人の標準報酬月額が遡及して減額訂正さ

れていることが確認できる上、当該８人のうち、雇用保険の加入記録が確認で

きた７人の離職日は同年９月 30 日であり、遡及訂正前の厚生年金保険被保険

者資格の喪失日の同年 10月１日と整合していることが確認できる。 

さらに、申立人は、｢私は、Ａ社Ｂ営業所のＣ業務に従事しており、社会保

険関係の事務には関与していない。｣旨陳述しており、Ａ社に係る商業登記簿

謄本において、申立人が同社の役員に就任した記録は見当たらない上、オンラ

イン記録から、申立人は、前述の厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び標準

報酬月額の記録に係る遡及訂正処理が行われた平成３年５月２日時点におい

て、既に同社とは別の事業所での被保険者であったことが確認できることから、

申立人が前述の遡及訂正処理に関与していた可能性はうかがえない。 

加えて、Ａ社の元従業員は、「申立期間当時のＡ社の経営状況は悪かった。」

としており、申立期間当時の同社では、厚生年金保険料の滞納があったことが

うかがえる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所がＡ社での申立人の厚生年金

保険被保険者資格の喪失日及び標準報酬月額に係る記録を遡及して訂正する

合理的な理由はなく、当該両処理に係る記録は有効なものとは認められないこ

とから、当初のオンライン記録どおり、申立人の平成２年３月から同年８月ま

での標準報酬月額を 32万円に訂正すること、及び資格喪失日を同年 10月１日

に訂正することが必要であると認められる。 

また、平成２年９月の標準報酬月額については、当該遡及訂正前の記録から、

32万円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 12398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、65 万 3,000 円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年４月 30日 

年金事務所の記録では、平成 16年４月 30日にＡ社から支給された賞与に

係る標準賞与額が、総支給額ではなく、社会保険料等を控除後の差引支給額

に基づく額となっているので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳及び申立人提出の賞与支給明細書から、申立人は、申立

期間に支給された賞与において、65 万 3,000 円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、賞与支払届の記載に誤りがあったことを認めていることから、事業主が

オンライン記録どおりの標準賞与額に係る届出を行い、その結果、社会保険事

務所（当時）は、申立人が主張する平成 16年４月 30日の標準賞与額に基づく

厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 12399～12427 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間の標準賞与額に係る記録を≪標

準賞与額≫（別添一覧表参照）に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

       生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年 12月７日 

Ａ社から平成 18 年 12 月７日に賞与が支給され、同社保管の賞与明細一

覧表では、厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

しかし、年金事務所における申立期間の記録は、年金給付に反映されな

いものとなっているので、申立期間に係る標準賞与額の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社提出の賞与明細一覧表により、申立人は、平成 18年 12月７日に支給さ

れた賞与において、その主張する標準賞与額≪標準賞与額≫（別添一覧表参照）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後（平成 23

年６月 21 日）に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを認め

ていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る平成 18年 12月７

日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



別紙

標準賞与額

12399 女 昭和30年生 33万円

12400 女 昭和26年生 ９万円

12401 女 昭和23年生 22万円

12402 女 昭和31年生 25万円

12403 女 昭和33年生 22万円

12404 男 昭和27年生 35万円

12405 女 昭和19年生 18万円

12406 女 昭和17年生 ７万円

12407 女 昭和37年生 ５万円

12408 女 昭和20年生 40万円

12409 女 昭和39年生 21万円

12410 女 昭和42年生 22万円

12411 女 昭和38年生 25万円

12412 女 昭和34年生 23万円

12413 女 昭和37年生 14万円

12414 女 昭和36年生 12万円

12415 男 昭和28年生 125万円

12416 女 昭和37年生 33万円

12417 女 昭和16年生 23万円

12418 女 昭和27年生 10万円

12419 女 昭和29年生 ９万円

12420 女 昭和23年生 12万円

12421 女 昭和31年生 10万円

12422 女 昭和35年生 10万円

12423 女 昭和33年生 15万円

12424 女 昭和48年生 12万円

12425 女 昭和25年生 ９万円

12426 女 昭和52年生 ３万円

12427 女 昭和28年生 11万円

番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所



大阪国民年金 事案 6022 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年２月から４年 10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月から４年 10月まで 

私は、結婚後の平成４年 11月頃、夫と一緒にＡ市役所へ行き、国民年金

の第３号被保険者の該当手続を行った。その際、職員に窓口カウンターの

奥へ連れて行かれ、独身時代の未納保険料として、現金約 20万円を封筒に

入れたままその職員に手渡した。 

職員からは、これで未納はなくなったと聞かされていたのに、申立期間

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿を見ると、平成４年 11月 12日に

第３号被保険者の該当手続を行っていることが確認できることから、手続時期

において申立内容と一致しており、この時点において、申立期間の国民年金保

険料は、納付が可能な過年度保険料及び現年度保険料である。 

しかしながら、Ａ市では過年度保険料の収納は取り扱っていない上、現年度

保険料についても、国民年金担当窓口で収納することはなく、庁舎内の金融機

関で納付するよう案内していたと説明していることを踏まえると、申立人が窓

口カウンターの奥で、現金を封筒に入れたまま国民年金保険料を直接職員に手

渡したとする申立内容は、当時の実態と大きく乖離
か い り

しており不自然である。 

また、申立人に申立期間の国民年金保険料額を把握するに至る経緯及びその

資金の調達方法等について、改めて事情を聴取したが、申立人からは具体的な

陳述が得られない上、申立人は、当該保険料を納付した際に同席していたとす

る申立人の夫も当時のことはよく覚えていないと陳述している。 

さらに、申立人のオンライン記録によると、納付したとする時期の約２年後

の平成６年７月６日に社会保険事務所（当時）が納付催告を行ったことが確認



できることから、申立期間が国民年金保険料の未納期間であった可能性を否定

できない上、申立人が申立期間の保険料について納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6023 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年２月から 56年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年２月から 56年５月まで 

私が昭和 54 年２月当時は、実家のＡ市で両親、祖母、姉夫婦及び姪
めい

と一

緒に暮らしていた。56 年５月に結婚してＢ市に転居したが、結婚前に父か

ら「54 年＊月から国民年金に加入しているので、結婚後は変更手続するよ

うに。」と言われ、結婚後しばらくして、自身でＢ市役所に出向いて手続

したことをはっきり覚えている。 

私が国民年金に加入した頃の昭和 54 年６月に、姉も国民年金に加入した

らしく、やはり父が国民年金保険料を納付してくれていたと言っている。

申立期間は、姉が保険料を納付済みであるのに、妹の私だけが未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金における強制加入被保険者の資格は、加入手続の時期及び国民年

金保険料の納付の有無にかかわらず、基本的に資格取得の要件を満たした日に

取得し、任意加入被保険者の資格については、加入手続を行った日に取得する

ものとされている。 

そこで、申立人に係る国民年金の加入時期等を調査すると、申立人の国民

年金手帳記号番号は、結婚後のＢ市において払い出されていることが国民年金

手帳記号番号払出簿により確認できるとともに、昭和 56年 11月９日に任意加

入していることから、この日に初めて国民年金の加入手続を行い、申立人が資

格取得の要件を満たした 54 年＊月＊日まで遡って強制加入被保険者の資格を

取得していることが、申立人の特殊台帳及び同区の国民年金被保険者名簿等に

より確認できる上、これらの記録は、申立人が所持する年金手帳に記載された

最初の住所地及び資格取得日とも一致している。この場合、当該任意加入手続



が行われた時点において、申立期間のうち、一部の期間は、制度上、時効によ

り国民年金保険料を納付することができない期間であるとともに、時効成立前

の納付が可能な期間の保険料については、遡って納付することとなるが、申立

人自身は、保険料を遡って納付した記憶はないとしている上、結婚前における

国民年金の加入手続及び申立期間における保険料の納付は、申立人の父親が行

ってくれていたとして直接関与しておらず、その父親も既に亡くなっているた

め、当時の具体的な加入状況及び納付状況は不明である。 

また、申立人の父親が、申立内容のとおり、申立人が 54年２月に国民年金

の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民

年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録により旧姓を

含めた各種の氏名検索を行うとともに、当時の住所地であるＣ市の国民年金手

帳記号番号払出簿の内容を全て視認したが、申立人に対して別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないほか、申立人も現

在所持する年金手帳以外に、申立人の父親から別の年金手帳を受け取ったかど

うかよく覚えていないと陳述している。 

さらに、申立期間は２年４か月間に及び、この間、申立人の納付記録が連

続して欠落することは考え難い上、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料

について納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

なお、申立期間当時に実家で同居していたとする申立人の姉は、昭和 54年

６月１日にＣ市において初めて国民年金に任意加入し、申立人の姉の満 20 歳

から同年５月までの期間は、国民年金の未加入期間となっていることから、姉

についても、満 20歳になって加入手続が行われていないものと考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6024 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年３月から 63年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年３月から 63年８月まで 

私は、会社退職後の昭和 61 年２月１日にＡ市役所で国民年金と国民健康

保険の加入手続を行い、国民年金保険料は、納付書を使って、Ａ市役所内の

Ｂ銀行で納付していた。 

昭和 61 年３月に海外に転出する際、住民票は日本から移したが、将来の

老後のことも考え、国民年金の任意加入の手続を行い、国民年金保険料の納

付を行ってきた。 

申立期間の国民年金保険料が、納付済みの記録とされていないのは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年２月１日にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、同

年３月に海外に転出するので、任意加入被保険者となる手続を行い、国民年金

保険料は同市役所内の銀行で納付書により納付したと申し立てている。 

そこで、申立人に係る戸籍の附票を見ると、申立人は申立期間である昭和

61 年３月から 63 年８月まで海外へ移住していたことが確認できる。しかし、

海外在住者が国民年金に任意加入することが可能となったのは、61 年４月１

日以降であることから、同年３月の時点では、海外在住者は国民年金の適用除

外となり、制度上、任意加入することはできない。 

また、申立人の国民年金の加入手続について調査すると、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の被保険者の記録から、申立人の手帳記号番号は、申立人

が日本に帰国した昭和 63 年９月頃に、強制加入被保険者として払い出されて

いることが確認でき、61 年２月に国民年金の加入手続を行った後、同年３月

に海外に転出する際、任意加入被保険者となる手続を行ったとする申立内容と



符合しない。 

さらに、申立人が、昭和 61 年４月以降に国民年金に任意加入し、申立期間

の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳記号番号の払出

しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムに

より各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

次に、申立人は、日本に帰国したときに、納付書で、まとめて年払又は半年

払で、申立期間の国民年金保険料を納付したと陳述している。 

そこで、オンライン記録を見ると、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出

された昭和 63年９月の時点で、申立人は強制加入被保険者であったことから、

過去の未納期間の国民年金保険料を遡って納付することは可能であったが、申

立期間のうち、61 年３月から同年６月までの期間については、制度上、時効

により保険料を納付することはできない。 

また、オンライン記録を見ると、申立期間のうち、時効にかからず納付する

ことが可能であった期間のうち、昭和 61 年７月から同年９月までの３か月の

国民年金保険料が過年度納付され、63 年４月から同年８月までの５か月の保

険料が現年度納付されていることは確認できるが、これら以外の期間について、

保険料が納付された事跡は見当たらない。 

さらに、オンライン記録を見ると、申立期間後の昭和 63年 10月の１か月の

現年度保険料が二重払いになっていたことが、平成元年１月に判明し、同年５

月 10 日に、その時点で、２年間の充当期限内にあった申立期間のうち、昭和

62 年１月の１か月の未納保険料に充当していることが確認できることから、

この充当処理の時点において、充当された以外の申立期間の国民年金保険料も

未納であった可能性を否定できない。 

加えて、オンライン記録を見ると、申立人の国民年金被保険者資格が平成２

年６月 28 日付けで、昭和 61 年３月 30 日に喪失し、申立人が日本に帰国した

63年９月 19日に被保険者資格を再取得した記録とされ、申立期間が未加入期

間と訂正されている。これに伴い、申立期間のうち、前述のとおり納付及び充

当されていた 61 年７月から同年９月までの期間、62 年１月及び 63 年４月か

ら同年８月までの期間の国民年金保険料が、平成４年６月 12 日付けで還付さ

れていることが確認できるものの、これら以外の申立期間の保険料が還付され

た事跡も確認できない。 

このほか、申立人の国民年金被保険者資格が訂正された平成２年６月以降は、

申立期間は未加入期間となることから、同年同月以降、申立期間の国民年金保

険料を遡って納付することはできない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6025 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年５月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 44年３月まで 

私は、申立期間当時から昭和 49 年４月まで、Ａ市に在った叔父が経営す

る会社に勤務をしていた。39 年５月頃、叔父がＡ市役所で私の国民年金の

加入手続を行い、叔父が、私の給料から毎月、国民年金保険料と国民健康保

険料を天引きし、同市役所で納付していたと思う。当時の給与明細には年金

幾らと記載されていたことを覚えている。 

申立期間のうち、昭和 41年４月から 44年３月までの私の国民年金保険料

は免除の記録となっているが、免除の手続を行った覚えはない。 

また、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行ってくれた叔父、

店で一緒に勤務していたいとこも既に亡くなっており、だれにも聞くことは

できない。 

申立期間が未納及び免除とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

申立人が厚生年金保険被保険者期間中の昭和39年１月17日に職権で払い出さ

れており、同年５月頃に、叔父が自らの意思に基づいて、国民年金の加入手続

を行ったとする申立内容と符合しない。 

また、オンライン記録を見ると、申立人の国民年金の加入手続及び国民年金

保険料の納付を行ったとする申立人の叔父は、昭和 36 年４月に国民年金に加

入しているものの、国民年金加入期間の保険料は未納の記録となっており、当

時同居していた申立人のいとこも、申立人の叔父と同様に、国民年金加入期間

の保険料は未納の記録となっている。 

さらに、申立人は、申立期間はＡ市の叔父の会社に住み込みで勤務しており、



申立期間の国民年金保険料は、叔父が同市に納付していたと申し立てている。 

しかし、Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿を見ると、昭和 39 年度

の検認済記録欄には「Ｂ市＊へ転出」と記載されている上、申立期間は未納の

記録となっていることが確認できる。また、オンライン記録を見ると、申立期

間のうち、昭和 41年４月から 44年３月までの期間は、申請免除の記録となっ

ている。これらについて、申立人は国民年金の加入手続及び申立期間の国民年

金保険料の納付に直接関与していない上、住所変更手続並びに免除申請を行う

に至った経緯及び手続等について、当時の事情を把握しておらず、これらを担

っていた叔父は既に死亡していることから、申立人が申立期間の保険料を納付

していた事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情を見いだすことはできな

かった。 

加えて、申立期間は 59 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国民

年金保険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え

難い。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6026 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年６月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 53年３月まで 

私は、高校卒業後、家業の店を継ぐため修行として数社に勤務し、その後

しばらくして家業を継いだ。申立期間当時は、私の父親が店の経理を全面的

にみていて、私の分を含めた国民年金保険料の納付等も全て行っていた。実

際、父母共に申立期間の保険料は納付済みであり、Ａ組合で役員までしてい

た真面目な父親が、私の保険料を納付しなかったとは考え難いので、年金記

録の確認申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

その妻と連番で昭和 53 年９月に払い出されていることが確認できることから、

申立人の国民年金への加入手続は、この頃に行われたものと推認でき、この時

点において、申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納付できない期

間となる。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳

記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほ

か、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認した

が、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、

保険料を納付したとする申立人の父親は既に他界しているため、国民年金の加

入及び保険料納付の状況が不明である上、申立人の父親が申立期間の保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立期間は 82 か月に及び、これほどの連続した月数について、行

政機関において継続的に事務的過誤があったものとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6027 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年７月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年７月から 50年３月まで 

結婚後、最初に住んだＡ市からＢ市に転居した昭和 45年頃、女性の集金

人が自宅を訪ねてきて、国民年金への加入を勧めたので、夫婦で加入して、

集金人からは遡って手続をしておいたとの説明を受けた。 

加入手続以降は、それより前の５年間ぐらいの夫婦二人分の国民年金保険

料を何回かに分けて、毎月納める通常の保険料に上乗せする形で集金人に納

付し、その５年間より前の期間については、保険料を納付したようにしてく

れると集金人から聞いていた。 

未納期間は無いと聞いていたのに、申立期間が未納とされていることに納

得できない。調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年頃に夫婦で国民年金への加入手続を行い、集金人に国

民年金保険料を納付したとしているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、

申立人の国民年金手帳記号番号は、その夫と連番で 50 年４月に払い出されて

いる上、申立人及びその夫に係るＢ市の国民年金被保険者名簿によると、同名

簿の作成日についても同月と記載されていることが確認できることから、申立

人及びその夫の加入手続はこの頃に行われたものと推認され、当該時点では、

申立期間の大部分は保険料を現年度納付できない期間となり、申立内容と相違

する。 

また、申立人は、加入手続以降に、加入手続時点から約５年間遡った期間の

国民年金保険料を何回かに分けて、毎月納める通常の保険料に上乗せして集金

人に納付したとしているが、申立人は、遡って納付した保険料額を覚えていな

いなど保険料納付の記憶が曖昧である上、Ｂ市によると、当時、集金人は現年



度保険料以外の特例納付及び過年度納付保険料を収納していなかったとして

おり、申立人の主張とは符合しない。 

さらに、申立人は、遡って納付した約５年以前の国民年金保険料については、

集金人が納付したようにしてくれたとしているが、このような取扱いは制度上

考え難く、申立人の主張は不自然である。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認し

たが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

その他、申立人及びその夫に係るＢ市の国民年金被保険者名簿によると、い

ずれも申立期間については未納期間である旨記載されていることが確認でき、

オンライン記録と一致している上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

したことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6028 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月から３年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年４月から３年３月まで 

私は、国民年金保険料を納めていなかったので、母が平成３年３月頃にＡ

市役所の出張所に行き、遡れる限り最大の保険料をまとめて納付してくれた。

保険料額は、何十万円という額で、母は納付するに当たって納付書は無く、

現金で納付したとしており、同行した婚姻前の妻も納付書の記憶はないと言

っている。 

私が平成３年４月に結婚するまでに、母はきっちりしようと納付可能な２

年分の国民年金保険料を納付したはずであるのに、申立期間は未納とされて

おり、納得できない。調査の上、納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年３月頃に申立人の母親がＡ市役所の出張所において、申

立期間の国民年金保険料を現金で納付したとしているが、Ａ市によると申立

期間当時、出張所の窓口において現金による保険料の収納は行っておらず、

申立内容とは符合しない。 

また、申立期間の国民年金保険料を遡及納付する場合、平成元年度分につい

ては過年度納付書、２年度分については現年度納付書の２種類の納付書が発

行され、それにより保険料を納付することとなるが、保険料を納付した申立

人の母親及び同行していた婚姻前の妻は、ともに当該納付書が発行された記

憶がないとしている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6029 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年１月及び同年２月 

    私は、平成２年 12 月に退職後、翌３年１月にＡ市役所で国民年金の加入

手続を行った。父に、日頃から国民年金は空白の期間を作らずに納めなけれ

ばならないと聞かされていたし、当時、市役所の国民年金の受付窓口で手続

をしようとした時に、少しもめたことがあったことも覚えているので、間違

いなくその時に手続を行っているはずである。申立期間の国民年金保険料は、

どのように納めたのか定かではないが、支払っていないということは考えら

れないので、調査の上、私の年金の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、退職後の平成３年１月に国民年金の加入手続を行ったとしてい

るが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号

は、５年６月に払い出されている上、申立人のＡ市の国民年金被保険者名簿を

見ると同年５月 25 日に加入手続を行い、３年１月１日に遡って国民年金被保

険者資格を取得していることが確認できる。この場合、上記加入手続時点にお

いて、申立期間は、時効により納付することはできない期間となる。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認し

たが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年３月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 53年３月まで 

昭和 48 年３月頃に父親が、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、「お

まえが結婚するまでの間、国民年金保険料を支払ってやるから。」と言って、

私と母の保険料を一緒に毎月納付してくれたはずである。 

今となっては、両親も亡くなり、納付したとする領収証書も無く、金額

の記憶もないが、父親が納付していたことは間違いないので調査の上、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 48 年３月頃に、その父親がＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申

立人が結婚するまでの間、同市役所で申立期間に係る国民年金保険料を納付し

ていたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の記号番号が払い

出されている任意加入被保険者の資格取得日から、申立人が加入手続を行った

時期は昭和 53年６月頃と推認され、この場合、申立期間のうち一部の期間は、

時効により納付できない期間となる。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を、その父親が申立人とその母

親の保険料を一緒に毎月納付していたとしているが、Ａ市では、当時３か月ご

との納付書で集金人に納付する方式であったとしている上、申立人の母親は申

立期間当時、国民年金には加入しておらず申立内容と異なる。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に直接関

与しておらず、加入手続等を行ったとする申立人の父親は既に他界しているた

め、国民年金の加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、各種氏名検索を行ったほか、当時の住所地にお



ける国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認したが、申立人に対して別

の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間について、国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6031 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年２月から 52年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年２月から 52年９月まで 

    国民年金の加入については、Ａ市に住んでいた当時、近所の人から、「国

民年金に加入していると、将来、年金がもらえるよ。」と言われ、昭和 52

年又は 53年頃に、自分自身で市役所に出向き、手続を行った。 

    申立期間の国民年金保険料については、加入手続の際に、手持ちの現金と

して５万円ぐらいを持参していたので、その中からその場で 47 年２月から

の保険料を遡って市役所窓口の男性職員に支払ったはずである。 

    国民年金保険料を納付すると、市役所の職員から年金手帳のみをもらい、

「これで 47 年２月から保険料を掛けたことになりますよ。」と言われた記

憶がある。 

    昭和 52年 10月以降の国民年金保険料は、送付されてきた納付書を持って

銀行で納付していたはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市において、昭和 53 年１月に払い出されており、この手帳記号番号の払出

時点は、特例納付実施期間には当たっておらず、申立期間のうち、47 年２月

から 49年 12月までの国民年金保険料は、制度上、納付することができず、ま

た、50年１月から 52年３月までの保険料は過年度保険料となり、市役所窓口

で納付することができない。 

また、申立人は、加入手続の際に、市役所窓口の男性職員に、47 年２月か

らの国民年金保険料分として、手持ちの現金として５万円ぐらいの中から遡っ

て納付したとしているところ、現年度保険料については市役所で取り扱うこと



は可能であるものの、上記の国民年金手帳記号番号の払出時期からみて、申立

期間のうち、現年度保険料相当額は１万 3,200 円（昭和 52 年４月から同年９

月までの６か月分）であり、陳述内容の金額とは一致せず、また、納付後も領

収証書等を受け取った記憶はなく、年金手帳のみ渡されたとするなど、申立人

の陳述内容は不自然である。 

さらに、Ａ市保存の国民年金保険料収滞納一覧表を見ても、保険料納付の事

跡が確認できるのは、昭和 52 年度の６か月分以降であり、この記録は、オン

ライン記録及び特殊台帳と符合する。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行った

が、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

このほか、申立人から、申立期間の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌

み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6032 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年８月から 49年４月までの期間及び同年５月から 50年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年８月から 49年４月まで 

             ② 昭和 49年５月から 50年６月まで 

    はっきりとした時期は定かではないが、昭和 47 年８月に再就職したＡ社

は、厚生年金保険適用事業所ではなかったため、Ｂ社会保険事務所（当時）

又はＣ市役所で、国民年金の加入手続を行った。 

    申立期間①当時は、自宅に送付されてきた納付書を使用して、銀行窓口で、

毎月、国民年金保険料を納付し、領収証書を受け取ったはずである。 

    当時の勤務先の男性オーナーから、「将来のために、年金は大事だから支

払いなさい。」と言われており、従業員全員が国民年金に加入し、国民年金

保険料を納付していたことを覚えている。 

    また、Ａ社を退職して、２か月間程度、Ｈ市の実家に戻っていた間も、自

宅に送付されてきた納付書を使用して、毎月、国民年金保険料を納付してい

たはずである。 

    実家に戻っていた間に､「社会保険制度有り」として求人していたＤ社を

見つけて就職したが、当初、厚生年金保険に加入させてもらえなかったため、

申立期間①に引き続き、申立期間②も自宅に送付されてきた納付書を使用し

て銀行の窓口で、毎月、国民年金保険料を納付し、領収証書を受け取ったは

ずである。 

    申立期間①が未納期間とされ、申立期間②が未加入期間とされていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

特殊台帳及びオンライン記録を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、



前後の手帳記号番号から、Ｃ市において、昭和 47 年８月１日を国民年金被保

険者資格の取得日として、同年 10 月に払い出されたと推認され、この手帳記

号番号の払出時期からみて、申立期間①の国民年金保険料は、現年度納付が可

能であるものの、同市では、申立期間当時は、３か月単位での納付書送付によ

る保険料収納が通例であったと説明しており、毎月納付していたとする申立人

の陳述とは符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号払出簿には、「不在（世）」及び「55．

10．30Ｅ（Ｆ市）」の記載が確認できることから、申立人は、申立期間①当時、

ⅰ)Ｃ市で国民年金保険料の未納が続いていた状況において、行政側は、申立

人の所在を確認できなくなったこと、ⅱ）申立人は、Ｃ市からＨ市、Ｇ市と転

居する間、国民年金法上の住所変更手続等を行わず、Ｆ市に転入した後に、国

民年金の被保険者として、その所在が確認されたことがうかがわれ、この点、

申立人自身も、国民年金に係る住所変更手続等を行った記憶はないと陳述して

いる。 

さらに、申立期間後の住所地であるＦ市保存の国民年金被保険者名簿を見て

も、申立期間①の国民年金保険料は未納とされている。 

次に、申立人は、申立期間②の国民年金保険料についても、自宅に送付され

てきた納付書を使用して、毎月、銀行窓口で納付し、領収書を受け取ったとし

ている。 

しかし、オンライン記録及びＦ市保存の国民年金被保険者名簿を見ると、申

立期間②の直後の期間に当たる昭和 50年７月１日から 55年７月 26日までの

厚生年金保険被保険者期間については、平成 12年 12月５日になって、記録統

合されている一方、国民年金被保険者資格については、昭和 49 年５月１日付

けで喪失し、約６年後の 55年７月 25日になって、同市において再取得してい

ることが確認できる。 

これらのことから、申立期間②については、上記の統合処理より前において

は、当該期間を含む昭和 49年５月１日から 55年７月 25日までの期間は、連

続した国民年金の未加入期間であったものと考えられ、制度上、国民年金保険

料を納付することはできない。 

また、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民

年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を

行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を

行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

このほか、申立人から申立期間①及び②の国民年金保険料の納付をめぐる事

情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6033 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年１月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 55年３月まで 

昭和 41 年１月頃、学生であった私に代わって、父が国民年金への加入手

続をしてくれたはずである。 

申立期間の国民年金保険料についても、毎月納めてくれていたことを、父

から聞いたように思う。 

年金問題が取り上げられるようになり、社会保険事務所（当時）で確認し

たところ、申立期間の国民年金保険料が未納となっている上、私がＢ国滞在

中の昭和 55年から、納付済みの記録が始まっているのを見て驚いた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年１月頃に、その父親が国民年金への加入手続をしてく

れたとしているものの、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民

年金手帳記号番号は、Ａ市において、申立人の主張する加入手続時期の 15 年

後の 56年１月 20日に払い出されており、加入時期が符合しない上、オンライ

ン記録をみると、前後の手帳記号番号から、55年 12月に加入手続が行われた

ものと推認され、この手帳記号番号の払出時点等においては、申立期間のうち、

41年１月から 53年９月までの国民年金保険料は、制度上、納付することはで

きない。 

また、Ａ市保存の申立人に係る国民年金保険料収滞納リストを見ても、申立

期間に係る保険料の納付事跡は確認できない。 

さらに、申立人は、昭和 49年 11月以降に使用された三制度共通の年金手帳

を所持しているものの、それ以前に別の国民年金手帳を所持した記憶はないと

陳述している。 



加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種氏名検索を行ったほ

か、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情等は見当

たらない。 

このほか、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の

納付について関与しておらず、加入手続及び申立期間の保険料の納付を行った

とする申立人の父親は既に他界していることから、申立期間の保険料納付を行

ったとする事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはで

きなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6034 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年７月の付加保険料及び同年８月から61年３月までの期間

の付加保険料を含む国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年７月 

             ② 昭和 59年８月から 61年３月まで 

昭和 52年 12月に会社を退職する際、国民年金の必要性を教えてもらった

ので、53 年１月頃にＡ市役所に出向いて国民年金の任意加入手続を行い、

併せて付加保険料の納付手続も行った。 

その後の付加保険料を含む国民年金保険料は、納付書により金融機関で納

付していたが、時期ははっきりしないが、途中から納付忘れのないように口

座振替に変更した。 

ねんきん特別便を見ると、申立期間のうち、昭和 59 年７月は、定額保険

料のみが納付済みとされており、同年８月から 61 年３月までの期間は、国

民年金の未加入期間とされている。 

しかし、国民年金に加入当初から定額保険料に付加保険料も合わせて納付

しており、申立期間のうち、昭和 59 年７月の付加保険料が未納とされてい

ることは納得できない。 

また、年金事務所で、昭和 59年８月 22日に国民年金任意加入被保険者資

格を喪失していると言われたが、当時、片道 40 分もかけて同資格喪失手続

のためにＢ市役所に出向いた記憶はなく、それ以前と同様に口座振替で付加

保険料を含む国民年金保険料を納付しているはずであることから、同年８月

から 61年３月までの期間が未加入期間とされていることも納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及び特殊台帳を見ると、申立人は、昭和 53年１月 19日に国

民年金任意加入被保険者資格を取得し、59年８月 22日に同資格を喪失した後、



61 年４月１日に第３号被保険者資格を取得していることが確認できることか

ら、申立期間のうち、59年８月から 61年３月までの期間については国民年金

任意未加入期間となり、制度上、付加保険料を含む国民年金保険料を納付する

ことはできない。 

また、申立人は、国民年金に加入当初から、付加保険料を含む国民年金保険

料を納付しており、昭和 59 年７月について、定額保険料は納付済みであるに

もかかわらず、付加保険料が未納となっているのは納得できないとしているも

のの、オンライン記録を見ると、当該月の定額保険料については、60年 12月

25日に過年度納付していることが確認でき、制度上、付加保険料については、

定額保険料と同様には遡って納付することはできないことから、定額保険料の

み納付済みとされていることは不自然でない。 

この点について、申立人が所持する「国民年金保険料口座振替お取扱い開始

のお知らせ」を見ると、申立人は、昭和 54 年１月 23 日から、３か月ごとに

23 日を振替指定日として、国民年金保険料の口座振替を開始していることが

確認できるところ、上記のとおり、59年８月 22日に国民年金任意加入被保険

者資格の喪失手続を行ったため、同年７月の付加保険料を含む国民年金保険料

については、その振替指定日である同年 10月 23日に口座振替ができなかった

ことから、翌年になって、定額保険料についてのみ、納付書が発行されたもの

と考えられる。 

さらに、申立期間の付加保険料を含む国民年金保険料を納付することが可能

な別の国民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の

氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の

縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人から申立期間の付加保険料を含む国民年金保険料の納付をめ

ぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間①の付加保険

料を納付していたものと認めることはできず、申立期間②の付加保険料を含む

国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6035（事案 197、3344及び 4776の再々々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 10月から 49年３月まで 

             ② 昭和 49年４月から 50年３月まで 

昭和 47 年 10 月に夫婦で国民年金に加入し、集金人に夫婦二人分の国民

年金保険料（月額 1,000 円）を納めたにもかかわらず、申立期間①が未納

及び申立期間②が申請免除とされているので、年金記録確認第三者委員会

に記録の訂正を申し立てたが認められず、再申立ても認められなかった。 

その後、ⅰ）私宛ての平成 19年８月６日付けＡ社会保険事務所（当時）

発行の被保険者記録照会回答票、ⅱ）夫宛ての 21 年７月 27 日現在のＡ社

会保険事務所発行の被保険者記録照会回答票等の資料を基に、当該第三者

委員会に再々申立てを行ったが、これも認められなかった。 

今回、ⅲ）Ｂ校区（Ｃ市）国民年金保険料特別納付組合設立届及びⅳ) 国

民年金保険料専任徴収従事者報告を新たな資料として提出する。 

この資料が、特別納付組合の専任集金人「Ｄ」氏に昭和 47 年 10 月から

夫婦一緒に国民年金保険料を毎月納付していたことを示す新たな資料とな

る上、夫が特例納付及び過年度納付による一括納付をする必要がなく、毎

月納付していたとする資料にもなる。 

また、今までの３回の申立てでは、昭和 47 年 10 月当時の国民年金保険

料月額について、二人分で 1,000 円としていたが、よく考えると二人分が

4,800円であるので申立内容を訂正する。 

さらに、再々申立てで提出したⅰ）及びⅱ）の資料については、記録が

間違っていると思うので、改めて審議を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人は、昭和 47年 10月に夫婦一緒に国民年金に



加入し、申立人が、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に毎月納

付したと申し立てているが、夫婦の国民年金手帳記号番号は、申立人は昭和

47 年 10 月、その夫は２年以上後の 50 年５月にそれぞれ払い出されており、

申立人の夫の納付記録を見ると、申立期間を含む 46年４月から 50年３月まで

の 48 か月の保険料が、同年６月に一括納付されていることが確認でき、申立

内容と符合しない等として、当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正は必要

でないとする通知が、平成 20年６月 12日、21年 10月９日及び 22年 10月１

日付けで行われている。 

今回、申立人は新たな資料として、Ｂ校区の国民年金保険料特別納付組合設

立届及び 国民年金保険料専任徴収従事者報告を提出しており、当該従事者報

告には、申立人が申立期間の保険料を納付していたと述べる「Ｄ」氏という名

の集金人が、昭和 46 年３月にＢ校区の特別納付組合の集金人に推薦されたこ

とが確認できる。しかし、Ｃ市は、申立期間当時、申立人夫婦の居住していた

同市Ｅ町は、Ｂ校区とは異なるＦ校区に該当すると回答していることから、今

回申立人の提出した納付組合の設立届及び専任徴収従事者報告からは、申立人

が申立期間に係る国民年金保険料を、同市Ｅ町で毎月納付していたとする事情

をうかがうことはできない。 

さらに、申立人が申立期間当時にＥ町の住民であったと、氏名を挙げた住人

５名が所持する申立期間当時の年金手帳の検認印を見ると、５名のうち４名の

検認印は、「Ｄ」と押されているのは、昭和 50年度欄からであることが確認で

き、ほか１名の検認印を見ると、49年度欄に、「Ｄ」と押されてあるが、当該

検認印は昭和 50 年２月に押されたものであり、それ以前の日付の｢Ｄ｣の押印

は確認できない。また、申立人の現在所持する年金手帳にも、昭和 50 年度欄

に「Ｄ」と押印されている。以上を踏まえると、当該集金人は昭和 50 年から

Ｆ校区内の同市Ｅ町で集金を行っていたと考えるのが自然であり、申立人夫婦

に係る国民年金被保険者名簿の検認記録が、同年４月から夫婦一緒に現年度納

付とされていることとも符合することから、申立人夫婦の国民年金保険料を集

金人の「Ｄ」氏に同市Ｅ町で納付していたとする記憶は、同年４月以降のこと

であった可能性は否定できない。 

加えて、申立人は、申立期間当初の昭和 47年 10月の国民年金保険料につい

て、従前は夫婦二人分で月 1,000円であったと申し立てていたが、今回の申立

てでは、夫婦二人分で月 4,800円であったと訂正しているが、当時の保険料額

とは大きく乖離
か い り

している。 

このほか、前回の再々申立てにおいて提出された資料を再度吟味したが、前

回審議時の判断と同様に、ⅰ）申立人提出の被保険者記録照会回答票において

厚生年金保険の被保険者期間は昭和 36 年 12月 29 日までと記載されている一

方、申立人の国民年金手帳に記載されている資格取得日は同年４月１日であり

両年金の重複の期間が確認できるが、当時、国民年金手帳の発行事務を担当し



ていた市町村では、国民年金加入者の厚生年金保険の加入期間までは把握して

おらず、国民年金の加入手続時に加入者から聞き取った情報に基づいて、国民

年金の資格取得日を年金手帳に記載していたと考えられることから、本記録の

齟齬
そ ご

だけをもって申立人の申立期間に係る納付記録に過誤があるとまでは言

えない。ⅱ）申立人が提出した申立人の夫に係る被保険者記録照会回答票の備

考欄には、特例納付の記載があるものの、過年度納付を含む 48 か月分の国民

年金保険料はまとめて納付された旨の記載は無いが、社会保険事務所（当時）

では、過年度納付は普通納付であるため、特例納付のように備考欄には記載し

ないとしており、その説明内容は事務取扱の規定に合致し、矛盾は見当たらな

いことから、過年度納付に係る記載が無いことをもって、申立期間の夫婦二人

分の保険料が毎月納付されていたと考えることはできない。 

そのほかに当初の委員会の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



大阪国民年金 事案 6036（事案 3343及び 4777の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年 10 月から 50年３月までの国民年金保険料については、

毎月納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47年 10月から 50年３月まで 

昭和 47 年 10 月に夫婦で国民年金に加入した。加入後は、妻が毎月夫婦

二人分の国民年金保険料を納付してきたが、私の納付記録では、昭和 50 年

６月に申立期間を含む46年４月から50年３月までの保険料をまとめて納付

したことになっているので、記録を訂正してほしいと年金記録確認第三者委

員会に申し立てたが、認められなかった。 

その後、ⅰ）妻宛ての平成 19年８月６日付けＡ社会保険事務所（当時）

発行の被保険者記録照会回答票、ⅱ）私宛ての 21年７月 27日現在のＡ社会

保険事務所発行の被保険者記録照会回答票等を提出して、当該第三者委員会

に再申立てしたが、再び認められなかった。 

今回、ⅲ）Ｂ校区（Ｃ市）国民年金保険料特別納付組合設立届、ⅳ) 国

民年金保険料専任徴収従事者報告を提出する。 

この資料が、特別納付組合の専任集金人「Ｄ」氏に昭和 47 年 10 月から

夫婦一緒に国民年金保険料を毎月納付していたことを示す新たな資料とな

る。 

また、私には厚生年金保険の加入期間が有るので特例納付及び過年度納

付により一括納付する必要がなかった。さらに、前回の再申立てで資料とし

て提出したⅰ）及びⅱ）の資料については、記録が間違っていると思うので、

改めて調査・審議を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人は、昭和 47 年 10 月に夫婦一緒に国民年金

に加入し、申立人の妻が、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に

毎月納付したと申し立てているが、夫婦の国民年金手帳記号番号は、妻は同年



10 月、申立人は、50 年５月と２年以上離れて払い出されており、また、申立

人の納付記録を見ると、申立期間を含む 46年４月から 50 年３月までの 48 か

月の保険料が同年６月に一括納付されていることが確認でき、申立内容に符合

しない等として、当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が、平成 21年 10月９日及び 22年 10月１日付けで行われている。 

今回、申立人は新たな資料として、Ｂ校区の国民年金保険料特別納付組合

設立届及び 国民年金保険料専任徴収従事者報告を提出しており、当該従事者

報告には、申立人が申立期間の保険料を納付していたと述べる「Ｄ」氏という

名の集金人が、昭和 46 年３月にＢ校区の特別納付組合の集金人に推薦された

ことが確認できる。しかし、Ｃ市は、申立期間当時、申立人夫婦の居住してい

た同市Ｅ町は、Ｂ校区とは異なるＦ区に該当すると回答していることから、今

回申立人の提出した納付組合の設立届及び専任徴収従事者報告からは、申立人

が申立期間に係る国民年金保険料を、同市Ｅ町で毎月納付していたとする事情

をうかがうことはできない。 

さらに、申立人の妻が、申立期間当時にＣ市Ｅ町の住民であったと、氏名

を挙げた住人５名が所持する申立期間当時の年金手帳の検認印を見ると、５名

のうち４名の検認印は、「Ｄ」と押されているのは昭和 50年度欄からであるこ

とが確認でき、ほか１名の検認印を見ると、49年度欄に、「Ｄ」と押されてあ

るが、当該検認印は昭和 50 年２月に押されたものであり、それ以前の日付の

｢Ｄ｣の押印は確認できない。また、申立人の妻の現在所持する年金手帳にも、

昭和 50 年度欄に「Ｄ」と押印されている。以上を踏まえると、当該集金人は

昭和 50 年からＦ校区内の同市Ｅ町で集金を行っていたと考えるのが自然であ

り、申立人夫婦に係る国民年金被保険者名簿の検認記録が、同年４月から夫婦

一緒に現年度納付とされていることとも符合することから、申立人夫婦の国民

年金保険料を集金人の「Ｄ」氏に同市Ｅ町で納付していたとする記憶は、同年

４月以降のことであった可能性は否定できない。 

加えて、申立人は、自身には厚生年金保険の加入期間が 60か月あったので

当時、国民年金保険料を一括納付する必要がなかったと申し立てている。しか

し、Ｃ市では、35 歳を過ぎており、60 歳まで国民年金保険料を未納なく納付

したとしても、受給権を確保することが困難である国民年金の未加入者を抽出

し、優先して国民年金の加入及び保険料納付の勧奨を行っており、過去に厚生

年金保険被保険者期間を有していた国民年金の未加入者を、加入勧奨の対象者

から除外しているわけではなかったと回答している。以上のことから、昭和

50 年の時点で、国民年金に加入していなかった申立人に対して、国民年金に

加入勧奨され、特例納付及び過年度納付の勧奨が行われることは、申立人の年

金受給権確保と受給年金額増加を図る観点から考えても不自然とは言えない。

なお、申立人の特殊台帳を見ると、備考欄及び納付状況欄に、46 年４月から

47 年 12 月までの保険料が 50 年６月９日に特例納付された記録が、また、同



じく納付状況欄に48年１月から50年３月までの保険料が過年度納付された記

録が確認でき、その記載を見ても、当該記録が誤りである事情は見当たらない。 

また、前回の再申立てにおいて提出された資料を再度吟味したが、前回審

議時の判断と同様に、ⅰ）申立人の妻が提出した同人の被保険者記録照会回答

票において厚生年金保険の被保険者期間は昭和 36 年 12月 29 日までと記載さ

れている一方、同人の国民年金手帳に記載されている資格取得日は同年４月１

日であり両年金の重複の期間が確認できるが、当時、国民年金手帳の発行事務

を担当していた市町村では、国民年金加入者の厚生年金保険の加入期間までは

把握しておらず、国民年金の加入手続時に加入者から聞き取った情報に基づい

て、国民年金の資格取得日を年金手帳に記載していたと考えられることから、

本記録の齟齬
そ ご

だけをもって申立人の申立期間に係る納付記録に過誤があると

までは言えない。ⅱ）申立人が提出した申立人に係る被保険者記録照会回答票

の備考欄には特例納付の記載があるものの、過年度納付を含む 48 か月分の保

険料はまとめて納付された旨の記載は無いが、社会保険事務所（当時）では、

過年度納付は普通納付であるため、特例納付のように備考欄には記載しないと

しており、その説明内容は事務取扱の規定に合致し、矛盾は見当たらないこと

から、過年度納付に係る記載が無いことをもって、申立期間の夫婦二人分の保

険料が毎月納付されていたと考えることはできない。 

そのほかに当初の委員会の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。



大阪国民年金 事案 6037 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年２月から８年６月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月から８年６月まで 

私は、平成７年２月頃に、国民年金に加入したと思うが、国民年金保険料

を納付していなかった。 

平成９年 10 月になって、勤務先の上司に申立期間の国民年金保険料の納

付について相談したところ、その上司がＡ市役所に確認し、「申立期間の保

険料納付は可能で、保険料額は 19 万 9,500 円になるそうだ。」と教えてく

れた。 

そこで、平成９年 10月 25日に、当該国民年金保険料の相当額を銀行預金

から出金し、母に依頼して、申立期間の国民年金保険料をＡ市役所で遡って

納付してもらった。 

なお、申立てに当たり当時の資料を整理していたら、申立期間のうち、平

成７年９月から８年６月までの国民年金保険料に係る未使用の過年度納付

書を発見したが、当時は、この納付書を使わず、母は年金手帳に現金を添え

て市役所で納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成９年 10月に、申立人の母が申立期間の国民年金保険料を市

役所で納付したと申し立てている。 

しかし、当該納付したとする時点では、申立期間のうち、平成７年２月か

ら同年８月までの国民年金保険料は、制度上、時効により納付することはでき

ない。 

また、当該納付したとする時点で、申立期間のうち、平成７年９月から８

年６月までの国民年金保険料については過年度納付することは可能であるが、



制度上、市役所で納付することはできず、過年度納付が可能な保険料額は申立

内容と相違している。 

さらに、申立人が所持する未使用の過年度納付書を見ると、申立期間のう

ち、平成８年６月の国民年金保険料に係る納付書が 10 年７月８日に発行され

ていることが確認できるが、申立てのとおり申立期間の保険料を納付した場合、

当該納付書が発行され、再度、保険料の納付を督促されるとは考え難く、申立

期間は未納であったと考えられる。 

加えて、申立期間の国民年金保険料の納付の可否及び必要な保険料額を、

Ａ市役所で確認したとする元上司並びに当該保険料納付を担ったとする申立

人の母親に対し、申立人を通じて当時の事情を確認したが、両者共に覚えてい

ないと回答しており、申立人が申立期間の保険料の納付を行っていたとする事

情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情を見いだすことはできなかった。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年

金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6038 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 59年３月まで 

私は、昭和 60年 12月５日午後４時過ぎに、Ａ市役所Ｂ出張所（当時）で、

国民年金の任意加入手続を行った。 

その時に、窓口の職員から、国民年金の加入手続前の厚生年金保険被保険

者期間の前の期間について、「６か月だけ遡って、今、現金で納付できます

よ。」と言われた。私は、その日、昭和 60年 12月＊日に挙げる結婚式の準

備品を買うための現金を持ち合わせていたので、その場で申立期間の国民年

金保険料を現金で一括納付した。職員は、私が納付した保険料を所長のデス

ク横の手提げ金庫に入れていた。所長は横にいて、お金を入れていたのを見

ていた。 

納付した国民年金保険料の額については、４万円を渡して、数千円に幾ら

か端数分の釣銭があったと記憶している。 

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60年 12月５日に、Ａ市役所の出張所で国民年金の加入手続

を行うとともに、申立期間の国民年金保険料を納付したと申し立てている。 

しかし、Ａ市役所の出張所においては、昭和 49 年度以降、社会保険事務所

（当時）が管轄する過年度保険料のみならず、市が管轄する現年度保険料につ

いての収納事務も行っておらず、申立内容と符合しない。 

また、Ａ市役所の出張所で過年度保険料に係る納付書の発行事務は行われて

いたが、過年度保険料が未納である場合、出張所窓口において当該納付書を発

行の上、金融機関で納付するよう指示する取扱いである。あえて未納の過年度

保険料を市役所の出張所の窓口で収納しなければならない理由が見当たらな



いことから、申立内容には不自然さがうかがえる。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により氏名検索を行ったほか、

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより検索を行ったが、申立人に対

して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6039 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年 10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年 10月まで  

私は、時期は定かでないが学生の頃に、両親に勧められて、当時居住して

いたＡ市で国民年金に加入した。加入当初は、毎月、国民年金保険料を納付

していたが、途中で面倒になり納付をやめてしまった。 

しばらくして、両親に国民年金保険料を納付しているかと聞かれ、滞納し

ていること、滞納した保険料を納付するお金が無いことを伝えると、きちん

と納付するようにと、まとめてお金を送ってきた。それで、Ａ市役所に納付

に行くと、「２か月分は納付期限を過ぎているため受け付けられない。」と言

われたので、当該２か月分以降の保険料をまとめて納付した。 

平成７年４月に実家のあるＢ市に戻り就職した後も、しばらくは領収証書

及び通帳を残していたが、このような年金問題が起ころうとは思いもしなか

ったので処分してしまった。  

申立期間が未納の記録とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続時期を調査すると、申立人の国民年金手帳記号

番号の前後の被保険者の資格記録から、申立人は、平成６年 11 月頃に国民年

金の加入手続を行ったと推定できるが、当該加入手続時点において、申立期間

のうち、３年４月から４年９月までの国民年金保険料は、制度上、時効により

納付することはできない。 

また、前述の加入手続時点において、申立期間のうち、平成４年 10 月の国

民年金保険料は過年度納付が可能であるが、申立人のオンライン記録を見ると、

６年 12 月 28 日に、４年 11 月から６年３月までの保険料を過年度納付してい

ることが確認でき、当該過年度納付時点においては、４年 10 月の保険料は時



効により納付できない。 

さらに、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間の国

民年金保険料は未納と記録されており、平成７年４月に転居したＢ市の国民年

金被保険者名簿を見ても、申立期間に続く４年 11 月から７年３月までの保険

料は、前住所地（Ａ市）で納付と記録されているが、申立期間について納付の

記録は無い。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出

簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年９月１日から 37年３月１日まで 

脱退手当金の確認はがきにおいて、Ａ社Ｂ営業所における厚生年金保険の

加入期間が脱退手当金支給済みとなっている。 

 しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社Ｂ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、

申立人の前後計 92人の女性従業員のうち、申立人と同一時期(おおむね前後２

年以内)に脱退手当金の受給要件を満たし資格を喪失した 60人について、脱退

手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 56人に支給記録が見られ、

そのうち 47 人が資格喪失後６か月以内に支給決定されている上、同一支給決

定日の受給者が多数見られることを踏まえると、申立人についてもその委任に

基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、オンライン記録によれば、申立期間の脱退手当金は、Ａ社Ｂ営業所で

の申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 37 年６

月 22 日に支給決定されていることが確認できる上、申立人の厚生年金保険被

保険者台帳（旧台帳）を見ると、申立期間に係る脱退手当金が支給決定される

前の同年５月 25 日付けで、脱退手当金算定のために必要となる標準報酬月額

等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁に回答したことを示す「回答

済」の表示が記録されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りはない

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期

間の前にある被保険者期間がその計算の基礎とされておらず、未請求となって

いる。しかし、申立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号

は別番号で管理されていることが確認できることから、当該一部未請求だけを

もって不自然な記録であるとまでは言えない。



大阪厚生年金 事案 12429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年 12月１日から 15年８月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬

月額が実際に受け取っていた給与額より低く記録されていることが分かっ

た。申立期間は、同社の事業主であり、平成 11年 12月から 13年 12月まで

は 20万円、14年１月から 15年７月までは 18万円の報酬を毎月受け取って

いた。 

申立期間の標準報酬月額を実際の給与支給額に見合った額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、平成 11年 12 月から 13年 12月までは 20万

円、14 年１月から 15 年７月までは 18 万円の報酬を受け取っていたと申し立

てている。 

しかし、商業登記の記録から、申立期間にＡ社の代表取締役であったことが

確認できる申立人は、「会社は既に廃業し、賃金台帳等の書類は保存していな

い。」旨陳述しており、申立人の申立期間における報酬月額及び保険料控除の

状況は確認できない。 

また、申立人は、「申立期間当時は、会社の業績が不振のため、自身の給与

を減額して、その分を社員の給与に充てた。しかし、年金事務所で記録されて

いるような額まで自身の給与を減額していない。」旨陳述している。 

さらに、オンライン記録において、Ａ社で申立期間に被保険者記録のある申

立人の弟の標準報酬月額を見ると、申立期間の始期から４か月後の平成 12 年

４月１日に 28 万円から９万 8,000 円に減額されていることが確認できるとこ

ろ、同人は、「自身の標準報酬月額は、当時受け取っていた給与とおおむね一



致しており、記録は間違っていない。」旨陳述している。 

加えて、オンライン記録において、申立人の標準報酬月額の記録に、遡及訂

正等不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料は無く、当該控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、記録訂正が認められるかを

判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者

（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していない

ことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂

正の対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間について、申立人が主張する厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることができたとしても、申立人は、上記のと

おり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行してい

ないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると

認められることから、申立期間については、同法に基づく記録訂正の対象とす

ることはできない。



大阪厚生年金 事案 12430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年２月 20日から平成３年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社では、Ｂ業務に従事して

いたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

元代表取締役及び元取締役の陳述から判断して、時期は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

た記録は無く、前述の元代表取締役も、「当社は社会保険には加入していなか

った。」と陳述している。 

また、当該元代表取締役は「Ａ社は平成 10 年に倒産しており、申立期間当

時の賃金台帳等は保存していない。」としており、Ａ社等から申立人の申立期

間における保険料控除の状況等を確認することはできない。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立人は申立期間中の昭和 60 年４

月 23日に求職の申込手続を行い、申立期間と重複する同年７月 30日から同年

11月 25日までの間、失業給付の基本手当を受給していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 12431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 18年 11月 10日から 19年 10月１日まで 

年金事務所に父の厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答があ

った。申立期間は、もともと厚生年金保険被保険者期間であったのに、ねん

きん特別便に係る照会調査に伴って行われた従前記録の訂正によって、被保

険者期間でなくなった期間である。父は同社には、労働者年金保険制度が始

まる前に入社し、昭和 25 年末に退職するまで継続して勤務した。途中で退

職したことはないので、この記録の訂正には納得できない。申立期間につい

て、父が厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間より前の昭和 17年６月１日から 18年 11月 10日までの期間に係る

厚生年金保険被保険者台帳記号番号の払出簿及びＡ社に係る健康保険労働者

年金保険被保険者名簿を見ると、申立人は、労働者年金保険法（昭和 16 年法

律第 60号）に基づき、Ａ社で 17年６月１日に被保険者資格を取得した後、18

年 11月 10日に被保険者資格を喪失して、健康保険についてのみの被保険者と

なっている事跡が確認できるところ、前述の被保険者名簿において、申立人と

同様の得喪の事跡が確認できる複数の同僚のうち、一人の厚生年金保険被保険

者台帳（旧台帳）の「資格喪失の原因」欄には、具体的に「職変」との記載が

確認できることから、申立人についても、職種の変更を理由として、同年 11

月 10 日に労働者年金保険に係る被保険者資格を、一旦喪失した可能性がうか

がえる。 



また、申立期間より後の昭和 19年 10月１日から 21年１月 25日までの期間

に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号の払出簿を見ると、申立人及び上記

同僚が、19 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している事跡が確

認できるが、同年の労働者年金保険法の改正によって、新たに厚生年金保険法

が制定されたことに伴い、同年６月１日から同年９月 30 日までの期間は、同

法施行に伴う準備期間とされ、保険料徴収は同年 10 月１日から開始されてい

ることから、申立人は、当該期間において厚生年金保険の適用対象者ではなか

ったと考えられる。 

一方、前述の被保険者名簿から、被保険者期間が申立期間と重複する元従業

員 24 人を抽出し、住所が判明した２人に照会し回答を得たが、２人とも申立

人を記憶しておらず、申立人の申立期間における保険料控除の状況を確認する

ことができない。 

また、同僚３人についても、申立人と同様に、昭和 18 年 11月 10日に厚生

年金保険の資格を喪失し、19年 10月１日に資格を再取得していることが確認

できる。 

さらに、Ａ社に係る資料を保管するＣ健康保険組合は、「事実関係の確認を

行ったが、データの保存期間を経過しているため、加入記録の確認ができなか

った。」旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12432 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年５月１日から 29年 11月４日まで 

② 昭和 31年７月６日から 37年２月 27日まで 

日本年金機構から脱退手当金の確認はがきが送付されてきたところ、私が

勤務した期間のうち、Ａ社での厚生年金保険の加入期間が脱退手当金支給済

みとの記載があった。 

しかし、脱退手当金を請求しておらず、受給した記憶もないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していないと

申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、昭

和 37年９月 28日に支給決定されていることが確認できる。 

一方、オンライン記録において、申立人には、申立期間に係るもの、及びＢ

社における厚生年金保険被保険者期間に係るものの、２回にわたり脱退手当金

が支給されたとする記録が確認できるところ、申立人は、このうち、Ｂ社での

被保険者期間に係る脱退手当金について、事業主への委任に基づく代理請求に

より受給したことを認めているが、事業主が当該代理請求を行った際に、最初

に勤務した被保険者期間を含めた 121月にも及ぶ申立期間について、申立人が

事業主に申告することなく失念していたとは考えにくいことから、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を既に受給していたために、その請求手続が行われ

なったものと考えるのが自然である。 

また、オンライン記録を見ると、申立人は、申立期間②のうち、昭和 36 年

４月から 37 年１月までの期間に係る国民年金保険料を、第３回特例納付によ



り 53年９月 22日に納付していることが確認できることから、当時、申立期間

と重なる当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認識していた事情等は

見当たらない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年８月 22日から 24年５月 11日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務して

いた申立期間について脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

しかし、脱退手当金が支給されたとする時期は、第二子を出産した直後で

あって、受け取りに行くことはできないはずである。 

申立期間に係る脱退手当金を請求したこと、及び受給もした記憶はないの

で、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していない

と申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、

昭和 28年５月 18日に支給決定されていることが確認できる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)を見ると、裏面の保険給付欄に

は、申立期間に係る脱退手当金が支給されたことを示す記載事項（資格期間、

支給金額及び支給年月日）が確認できるところ、当該記載事項はオンライン記

録と一致している。 

さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

なお、オンライン記録によると、申立人には、申立期間に係るもの、及び

Ｂ社における厚生年金保険被保険者期間に係るものの、２回にわたり脱退手当

金が支給されたとする記録が確認できるところ、申立人は、このうち、Ｂ社で

の被保険者期間に係る脱退手当金について、事業主への委任に基づく代理請求

により受給したことを認めているが、当該代理請求に当たって、申立人自身が



Ａ社本部における被保険者期間( 45月)を事業主に申告することなく失念して

いたとは考えにくいことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を既に受

給していたために、その請求手続が行われなかった可能性を否定できない。 

このほか、申立人から聴取しても、受給した記憶がないというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12434 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月 21日から 13年 10月１日まで 

    私がＡ社で勤務していた期間のうち、申立期間における標準報酬月額の記

録が実際に支給された給与支給額よりも低くなっているので、申立期間の標

準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の記録が、実際に支給された給与

支給額よりも低額となっていると申し立てているところ、申立人提出の給与支

給明細書及びＡ社提出の賃金台帳により確認できる報酬月額は、一部の期間に

おいてオンライン記録の標準報酬月額を上回っているものの、保険料控除額に

見合う標準報酬月額（平成９年８月を除く。）は、各月ともオンライン記録の

標準報酬月額と一致している。 

また、申立期間のうち、平成９年８月については、申立人から給与支給明細

書の提出はなく、Ａ社から賃金台帳の提出も得られなかったため、当該月の保

険料控除額を確認することはできないものの、申立人は、当該月とそれ以降の

期間において、業務内容、勤務形態等には何ら変化はなく、給与支給額に大幅

な変化はないと陳述していること等を踏まえて判断すると、同年８月について

も、同年９月と同水準の給与が支給され、同額の保険料額が控除されていたも

のと推定される。 

さらに、当時及び現在の社会保険事務担当者は、「当時、通勤手当を報酬月

額に算入していなかったが、厚生年金保険料については、社会保険事務所（当

時）に届け出た標準報酬月額に基づいて控除していた。」と陳述している。 

加えて、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金提出の加入員台帳及びＣ健康保

険組合提出の被保険者台帳における申立人の標準報酬月額は、オンライン記録



と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社において、申立期間中に厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る複数の同僚に対し、標準報酬月額の届出状況及び保険料控除等について事情

照会したものの、事実に反して標準報酬月額が低く届け出られていると回答し

た者は見当たらないほか、オンライン記録において、当該複数の同僚の標準報

酬月額の記録が遡って訂正された形跡も認められない。 

このほか、申立人主張の給与支給額を基に、事業主が給与から厚生年金保険

料を控除していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 11月１日から 56年４月１日まで 

             ② 昭和 58年１月１日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ社で勤務していた期間

のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与支給額より低く記録されてい

る 

    関係資料を提出するので、申立期間の標準報酬月額を実際の給与支給額に

見合う金額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 52

年 11月１日から 56年４月１日までの標準報酬月額が、実際の給与支給額とは

異なっていると申し立てているが、当時の事業主は死亡している上、現在の役

員も、「当時の資料が無く、申立人に対する給与支給額等は不明。」と回答して

いることから、申立人主張の給与支給額及び厚生年金保険料額を確認すること

ができない。 

また、申立期間②について、申立人は、雇用保険被保険者離職証明書及び

役員報酬手当等の人件費の内訳書を所持しているところ、当該離職証明書等を

見ると、申立人は、当該期間において、月額 30 万円の賃金を受けていたこと

がうかがえるものの、上記のとおり、当時の資料は保存されていないため、当

該賃金月額に基づく厚生年金保険料額及び保険料控除の状況について検証す

ることができない。 

さらに、オンライン記録において、申立人の標準報酬月額が遡及して訂正

された形跡は認められず、記録に不自然な点も見当たらない。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本を見ると、申立人は、申立期間①及び②にお



いて、同社の取締役又は監査役に就任していたことが確認できるところ、申立

人自身も、「私は、総務担当の取締役として、社会保険等事務についても自ら

行っていた。」と陳述していることから判断すると、申立人は、当時、自身の

標準報酬月額の届出状況等について知り得る立場であったと考えられる。 

このほか、申立人主張の給与支給額を基に事業主が給与から厚生年金保険

料を控除していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 46年６月６日から 48年９月 10日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社（後にＢ社

へ名称変更）で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

受けた。 

しかし、昭和 45年１月６日から平成８年３月 31日まで、兄が事業主であ

ったＡ社で継続して勤務していたので、申立期間についても厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間もＡ社で継続して勤務し

ていたことが推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人と

同様に継続して勤務していたとしている事業主の親族の一人も、申立期間とほ

ぼ同時期の昭和 46 年７月１日から 48 年５月 25 日まで、厚生年金保険に未加

入になっていることが確認できる。 

また、Ｂ社の事業主の妻は、同社は平成８年に倒産し、申立期間の保険料を

控除していたことが確認できる賃金台帳等の資料は残っていないとしている

ことから、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除の状況は確認できな

い。 

さらに、前述の被保険者名簿の申立人の欄を見ると、昭和 46 年６月６日の

資格喪失に伴い、申立人から健康保険被保険者証が返納されたことを示す「証

返」の押印が確認でき、同名簿の記載内容に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年６月 18日から 61年 10月 1日まで 

パート従業員としてＡ社に入社し、その後、時期は覚えていないが正社員

になった。厚生年金保険の加入記録を見ると、昭和 60年６月 18日に資格を

取得しているので、同日から正社員になったと思うが、同日から 61 年９月

までの標準報酬月額が６万円又は６万 8,000円と記録されており、正社員の

標準報酬月額としては低すぎる。 

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社において、厚生年金保険の資格を取得している昭和 60 年６

月 18 日にパート従業員から正社員になったが、申立期間の標準報酬月額は同

社の正社員の標準報酬月額としては低すぎると申し立てている。 

しかし、Ａ社の複数の同僚は、申立期間のうち、短くても昭和 61 年４月頃

までは、申立人の勤務形態は、１日４時間又は５時間の短時間労働であったと

陳述している。 

また、申立人に係る雇用保険の加入記録を見ると、資格取得日が昭和 61 年

４月 21 日となっていることから、申立人の勤務形態が、同日に、雇用保険の

加入要件(１週間の所定労働時間が 20 時間以上)を満たす勤務となったことも

うかがえる。これにより、給与額に大きな変動があった場合には、Ａ社は、報

酬月額変更届（昭和 61年５月から同年７月までの報酬月額に基づく。）を提出

することとなるが、この届出を行わなかった場合には、同年の算定基礎届によ

り同年 10 月の定時決定で標準報酬月額が改定されることが想定されるところ、

オンライン記録を見ると、申立人の標準報酬月額は、同年 10 月の定時決定で

15万円に改定されている。 



さらに、事業主及び総務担当者は、申立期間当時の給与台帳等の資料は残っ

ていないとしており、申立人も申立期間に係る給与明細書等の関連資料を所持

していないことから、申立期間の保険料控除額及び報酬月額を確認することが

できない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ても、申立人の

標準報酬月額が遡って訂正された形跡は無く、記録に不自然な点も見当たらな

い。 

このほか、申立てに係る事実について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等    

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 大正 15年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年２月１日から 54年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務し

た期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に受け取っていた給与の額

より低く記録されていることが分かった。 

実際の給与支給額は 23万円であり、給与支給額に相当する厚生年金保険

料を控除されていたので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額より低く記録され

ていると申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人以

外の元従業員３人についても、申立人と同時期の昭和 51 年２月の随時改定に

より標準報酬月額の減額改定が行われていることが確認できるところ、当該元

従業員の一人は、「申立期間当時、Ａ社は得意先の移転により仕事が大幅に減

り、経営が苦しかった。」と陳述しており、申立人も、「申立期間当時、Ａ社は

保険料を滞納しており、保険料の支払はいつも数か月遅れで、約束手形及び先

日付小切手を社会保険事務所(当時）に持参していた。私も社長の代行として

社会保険事務所に通った記憶がある。」と陳述をしていることから、Ａ社では、

申立期間当時、保険料を滞納しており、事業主が申立人を含めた全ての被保険

者(４人)の標準報酬月額を引き下げる届出を社会保険事務所に行ったことが

うかがえる。 

また、Ａ社は昭和 59 年に解散し、事業主も死亡しているほか、申立人及び

元従業員は申立期間当時の給与明細書を保管していないため、申立人の申立期

間に係る保険料控除の状況等を確認することができない。 



さらに、前述の被保険者名簿には、申立人に係る標準報酬月額が遡って訂正

された形跡は無く、記載内容にも不自然な点はうかがえない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年６月 15日から同年７月１日まで 

             ② 昭和 34年２月３日から同年 12月 31日まで 

             ③ 昭和 35年２月１日から 37年１月 22日まで 

             ④ 昭和 37年４月 30日から 43年２月１日まで 

             ⑤ 昭和 43年９月 21日から 47年８月 13日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①、②及び④と、Ｂ社に勤務していた申立期

間③については、昭和 43 年７月に脱退手当金が支給されたことになってい

る。また、Ａ社に再度勤務した申立期間⑤についても、47 年８月に脱退手

当金が支給されたことになっている。 

    しかし、いずれの脱退手当金についても請求した記憶はなく、受給してい

ない。脱退手当金裁定請求書をそれぞれ確認したが、私の生年月日が間違っ

ているので、私が請求したものではない。また、１回目の裁定請求書の領収

書欄には夫の署名があるが、夫の筆跡ではなく、夫も受給していないと言っ

ている。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、申立期間①、②、③

及び④に係る裁定請求書には、当時申立人と同じＡ社に勤務していたその夫に

脱退手当金の受領を委任する旨が記載された委任状が添付され、領収書欄には、

脱退手当金を受け取った旨が申立人の夫の記名及び押印とともに記載されて

いる一方、申立人の夫が既に同社を退職した時期である申立期間⑤に係る裁定



請求書では、申立人が陳述する住所地に近い郵便局が脱退手当金の送金先とし

て指定されていることを踏まえると、脱退手当金の受領方法について申立人に

何らかの確認が行われたと推察される。 

また、オンライン記録によると、申立期間①、②、③及び④に係る脱退手当

金は、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和

43年７月 23日に、申立期間⑤に係る脱退手当金は同社における厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から 15 日後の 47 年８月 28 日にそれぞれ支給決定され

ている上、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、申立

期間①、②、③及び④に係る支給決定日の約１か月前である 43年６月 12日付

けで、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を社会保険庁（当

時）から脱退手当金を裁定した社会保険事務所（当時）に回答したことを示す

「回答済 43.６.12」の記載が確認でき、申立期間⑤についても、同社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿に脱退手当金が支給されたことを意味す

る「脱」の表示があるほか、いずれの期間の脱退手当金の支給額にも計算上の

誤りはないなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間①、②、③及び④当時の上記被保険者名簿において、申立

人と同時期に受給要件を満たし資格を喪失していることが確認できる女性従

業員 22人（申立人を含む。）について脱退手当金の支給記録を調査したところ、

12人に支給記録があり、このうち 10人が資格喪失後６か月以内に支給決定さ

れていること、及び裁定請求書に間違って記載されている申立人の生年月日は、

上記被保険者名簿に記録されている、事業主が当時社会保険事務所に届け出た

申立人の生年月日と一致しており、当時事業主は申立人の生年月日を誤って記

録していたと考えられることから、当時、Ａ社では、退職する従業員の脱退手

当金について事業主による代理請求が行われていたことがうかがえる。 

加えて、２回の脱退手当金の請求が、いずれも申立人の意思に反して行われ

たということは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間①の前にある被保険者

期間及び申立期間①と②の間にある被保険者期間についてはその計算の基礎

とされておらず、未請求となっているものの、前述の脱退手当金裁定請求書を

見ると、過去に被保険者として使用された事業所の名称を請求者自らが記入す

る欄に、この２回の被保険者期間が記入されていないことが確認できる上、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていたことが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

記録であるとまでは言えない。



大阪厚生年金 事案 12440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年６月６日から 39年３月３日まで 

    日本年金機構から送付されてきた脱退手当金の受給についての確認はが

きによると、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間については、脱

退手当金が支給されたことになっている。しかし、脱退手当金は請求も受給

もしていないので、調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、Ａ社にお

ける厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約１か月後の昭和 39 年３月 24

日に支給決定されている上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、健康保険の整理番号が１から 500までの女性従業員のうち、申立人と

同時期に受給要件を満たし資格を喪失した 42 人（申立人を含む。）について

脱退手当金の支給記録を調査したところ、38 人に支給記録が有り、このうち

35 人が資格喪失後６か月以内に支給決定されており、申立人を含む４人が同

じ日に支給決定されている。このことに加え、支給記録の有る者の１人が、「Ａ

社の事務担当者から脱退手当金の説明を受け、退職金と併せて脱退手当金を受

け取った。」旨陳述していることを踏まえると、申立人についても事業主によ

る代理請求がなされた可能性が高いと考えられる。 

また、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手

当金が支給されたことを意味する「脱手」の表示が有るほか、脱退手当金の支

給額に計算上の誤りはないなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶がないという主張のほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前にある被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていたことが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

記録であるとまでは言えない。



大阪厚生年金 事案 12441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 13年４月１日まで 

私は、平成２年にＡ社を設立して以来、現在も継続して厚生年金保険に

加入しているが、申立期間の標準報酬月額が９万 8,000円等と記録されてお

り、実際の給与額よりも低くなっている。当時の預金通帳に、毎月約 19 万

円の住宅ローンの支払記録があることなどから、給与額が記録されている標

準報酬月額よりも高かったことは明らかであるので、調査の上、申立期間の

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成８年４月１日から９年 10月１日までの期間について、

オンライン記録によると、申立人のＡ社における当該期間の標準報酬月額は、

当初、50万円と記録されていたところ、同年１月 10日付けで、直前の標準報

酬月額の定時決定日（平成８年 10 月１日）を越えて、８年４月１日に遡って

９万 8,000 円に引き下げられており、引下げ後の当該額が９年 10 月１日まで

継続している。 

また、Ａ社に係る商業登記の記録により、同社設立から現在に至るまで、申

立人が代表取締役であることが確認できるところ、申立人が、「時期は定かで

はないが、厚生年金保険料を滞納したことがある。」と陳述していることを踏

まえると、申立人の標準報酬月額について、遡及して実態に反した減額訂正処

理が行われたことが考えられる。 

しかし、申立人は、標準報酬月額の減額訂正処理には関与していないと主張

しているが、社会保険事務所（当時）が、代表取締役としてＡ社の業務を執行

する責任を負っていた申立人の関与もなしに、当該減額訂正処理を行ったとは

考え難いことから、申立人が、自らの標準報酬月額に係る減額訂正処理の無効



を主張することは信義則上許されず、当該期間について、標準報酬月額に係る

記録の訂正を認めることはできない。 

一方、申立期間のうち、平成９年 10月１日から 13年４月１日までの期間に

係る標準報酬月額については、遡及して訂正された形跡は見当たらない。 

また、申立人は、賃金台帳など当該期間の保険料控除額を確認できる資料を

保管しておらず、申立人が提出した当時の預金通帳からも、保険料控除額を確

認することができない。 

このほか、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、平成９年 10月１日から 13年４月１日までの期間について、申

立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、記録の訂正が認められるか

否かを判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例

対象者（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、

記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間のうち、平成９年 10月１日から 13年４月１日までの期間に

ついて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控

除されていたと認めることができたとしても、事業主である申立人は、前述の

とおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当する

と認められることから、当該期間の標準報酬月額については、特例法に基づく

記録訂正の対象とすることはできない。



大阪厚生年金 事案 12442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年２月１日から 40年 10月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｂ営業所に

勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社には、Ｃ職の

従業員として確かに勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人が申立期間当

時にＡ社Ｂ営業所で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 57 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主も既に死亡しているため、これらの者から申立人の

申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、申立人は、「Ａ社Ｂ営業所の従業員は、全員で４人であった。このう

ちＣ職の者が私以外にも２人おり、両人共に私が入社する前から勤務してい

た。」として、当該２人の氏名を挙げているところ、Ａ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿を見ると、当該２人のうち１人は、申立期間途中の昭和

39 年９月１日に資格を取得しており、もう１人は、申立期間から約４年３か

月後の 45年１月 10日に資格を取得していることから、申立期間当時、同社で

は、必ずしも全ての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわけ

ではなかったことがうかがえる。 

さらに、申立期間途中の昭和 39 年９月１日に資格を取得している上記同僚

は、「確かに私の被保険者資格の取得日は、入社日からずっと後になっている

が、厚生年金保険に加入していない期間に保険料が控除されていたかどうかは

覚えていない。」と陳述している。 



加えて、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 12443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月１日から同年４月１日まで 

年金事務所に夫の厚生年金保険の加入状況を照会したところ、夫がＡ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。夫は、

同社には途中退職することなく継続して勤務しており、保管していた給与支

払明細書を提出するので、申立期間について厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管していた給与支払明細書、Ａ社の回答及び同僚の陳述から判断

すると、申立人が申立期間も継続して同社で業務に従事していたことが認めら

れる。 

しかし、Ａ社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知年

月日訂正届、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通

知書により、昭和 40年３月１日に申立人を含む従業員 35人が被保険者資格を

喪失し、そのうちの申立人を含む 22 人が、同年４月１日に再び同社において

被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、Ａ社は、「申立期間当時、何人かの従業員が独立して個人事業主とな

ることを希望したため、従業員のうち 35人の被保険者資格を昭和 40年３月１

日に一旦喪失させたが、そのうち 22 人が当社での継続勤務を希望したため、

同年４月１日に再度被保険者資格を取得させた。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社は、申立人の申立期間における保険料控除について、「申立期

間当時の賃金等に関する資料が無いために確認はできないが、従業員の被保険



者資格の喪失に係る届出を行った場合、社会保険事務所(当時)に保険料を納付

する必要はないため、それら従業員の給与から保険料控除も行わなかったと思

われる。」と陳述している。 

一方、申立人の妻は、申立人の申立期間に係る給与支払明細書を所持してい

るところ、当該明細書の厚生年金保険料欄には保険料額の記載が無く、厚生年

金保険の被保険者記録のある申立期間以外の給与支払明細書においても、厚生

年金保険料額の記載が無い明細書が多数見受けられることから、当該明細書を

もって申立人の申立期間における厚生年金保険料控除の有無について判断す

ることはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年８月から 39年３月まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。Ｃ社を退職して

すぐの昭和 38 年８月中旬にＡ社に入社し、その後、元夫が入社したのを記

憶している。申立期間は、Ｄ業務従事者として勤務していたのは間違いない

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 38年 11月か

ら 41年 11月までの期間に被保険者記録が有り、戸籍により、申立期間後に申

立人と婚姻していることが確認できる申立人の元夫の陳述から、申立人は、申

立期間のうち、一部の期間についてＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立人の元夫は、「申立期間当時、女性従業員は入社してもすぐに

退社する者が多かったため、勤務期間が短い女性従業員は、厚生年金保険に加

入していなかったと思う。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る上述の被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の

有る 21人のうち、所在が判明した 12人に照会を行ったところ、回答のあった

８人のうちの１人は、「申立期間当時、入社後３か月程度の試用期間があり、

試用期間中は厚生年金保険に加入していなかった。」と陳述している。そこで、

オンライン記録を見ると、当該従業員は、自身が記憶している入社日の約３か

月後に、厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できることから、

同社では、申立期間当時、必ずしも全ての従業員を入社後すぐには厚生年金保

険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人が記憶している同僚について、上述の被保険者名簿を縦覧し



たものの、申立期間に当該同僚の記録は見当たらない上、上述の同僚照会にお

いて、回答のあった別の元従業員は、「申立人が勤務していたのは記憶してい

るが、申立人の厚生年金保険の加入の有無及び保険料控除については分からな

い。」と陳述している。 

加えて、申立期間当時の事業主は、既に亡くなっており、他の役員及び申立

期間当時の社会保険事務責任者は所在が不明であるため、これらの者に事情聴

取することができない上、現在の事業主は、「申立期間当時の関連資料は、既

に廃棄しているため、申立期間の保険料控除については不明である。」旨回答

していることから、申立人の申立期間における保険料控除を確認することがで

きない。 

このほか、上述の被保険者名簿において、申立期間に健康保険整理番号の欠

番は無く、同名簿の記載に不自然な点は見当たらない上、申立人の申立期間に

係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年９月から平成３年 11 月１日までの

期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成３年 11月１日から４年 12月 31日までの期間

及び 14 年 11 月１日から 15 年６月１日までの期間について、申立人の当該期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年９月から平成３年 11月１日まで 

             ② 平成３年 11月１日から４年 12月 31日まで 

             ③ 平成 14年 11月１日から 15年６月１日まで 

Ａ社において代表取締役として勤務していたが、申立期間①の厚生年金保

険の被保険者記録が無い。 

また、Ａ社では月額 70万円から 100万円までの報酬を受けていたが、申

立期間②の標準報酬月額が９万 8,000円とされている。 

さらに、Ｂ社においても代表取締役として勤務しており、月額 70 万円か

ら 100 万円までの報酬を受けていたが、申立期間③の標準報酬月額が９万

8,000円とされている。 

各申立期間について調査し、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、同社は昭和 62

年 11 月＊日に設立され、申立人が代表取締役と記録されていることから、

申立期間における勤務が推認できる。 

    しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は平成３年 11 月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となっていな

い。 

    また、申立人は、申立期間を含む昭和 62年 11月６日から平成３年 11月

２日までＣ市の国民健康保険に加入している。 



    さらに、申立人の妻は、昭和 63年５月 20日にＡ社の取締役に就任してい

るものの、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日（平成３年 11 月１

日）に被保険者資格を取得しており、平成元年７月から３年 10 月までの国

民年金保険料を現年度納付している。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるか

を判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対

象者（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、

記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

    仮に、申立人が申立期間の厚生年金保険料を給与から控除されていたと認

めることができたとしても、ⅰ）申立人は、Ａ社の代表取締役であり、同社

での厚生年金保険の加入を決めたのは申立人自身で、その新規適用手続にも

関与していたと陳述していること、ⅱ）同社が厚生年金保険の適用事業所と

なった日に、被保険者資格を取得している当時の経理担当者からも、同様の

陳述が得られたことを踏まえると、申立人は、上記のとおり特例法第１条第

１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当することから、記録訂

正の対象とすることはできない。 

  ２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚

生年金保険の標準報酬月額は、当初、当時の最高等級である 53 万円と記録

されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の平

成５年 11月４日付けで、資格取得時（平成３年 11月１日）まで遡及して９

万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

    しかしながら、上記商業登記簿謄本により、申立人は申立期間及び遡及訂

正の処理日においてＡ社の代表取締役であったことが確認できる。 

    また、申立人は、「Ａ社は社会保険料を滞納していた。」旨陳述しているこ

とから、申立期間当時、Ａ社は社会保険料を滞納していたことが推認できる。 

    さらに、申立人は、「当該遡及訂正手続は行っていない。」旨陳述している

が、「Ａ社は社会保険料を滞納しており、滞納保険料に係る社会保険事務所

（当時）との交渉は全て代表取締役である自身が行っていた。また、事業主

印も自身で管理していた。」旨も併せて陳述していることから、代表取締役

である申立人は、自身の標準報酬月額の遡及訂正手続について知り得る立場

にあり、知り得なかったとは考え難い。 

    加えて、Ａ社に係るオンライン記録から、申立期間当時に被保険者記録の



有る９人に事情照会し、３人から回答が得られたものの、申立人の申立期間

における標準報酬月額の遡及訂正について、陳述を得ることはできない。 

    これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任

を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効

を主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間②における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  ３ 申立期間③について、オンライン記録によると、申立人の申立期間におけ

る標準報酬月額は、平成 15 年５月 23 日に 14 年 11 月１日まで遡及して 50

万円から９万 8,000円に減額訂正されている。 

    しかしながら、Ｂ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は申立期間及び

減額訂正の処理日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

    また、管轄年金事務所（Ｄ年金事務所）提出のＢ社に係る滞納処分票及び

不納欠損決議書に添付の経過一覧表から、同社は申立期間当時、社会保険料

を滞納していたことが確認できる。 

    さらに、オンライン記録によると、Ｂ社の取締役一人についても、申立人

と同様に、平成 15年５月 23日に 14年 11月１日まで遡及して標準報酬月額

が 26万円から９万 8,000円に減額訂正されている。 

    加えて、管轄年金事務所は、平成 15年６月 16日に徴収決定済額取消通知

書をＢ社に送付しており、同通知書には、同社は遡及して標準報酬月額を変

更し、適用事業所ではなくなったため、滞納保険料の一部の徴収を取消して

いる旨の内容が記載されている。 

    また、申立人は、「滞納保険料に係る社会保険事務所との交渉は、全て代

表取締役である自身が行っていた。また、事業主印も自身で管理していた。」

旨陳述し、滞納処分票及び不納欠損決議書に添付の経過一覧表においても、

Ｂ社の滞納保険料の処理については、代表取締役である申立人が主体となっ

て社会保険事務所と交渉していることが確認できることから、申立人は自ら

の標準報酬月額の遡及訂正手続について知り得る立場にあり、知り得なかっ

たとは考え難い。 

    さらに、申立人は、Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、

政府管掌健康保険に任意継続被保険者として加入しており、その際の標準報

酬月額は９万 8,000円である。 

    加えて、Ｂ社に係るオンライン記録から、申立期間当時に被保険者記録の

有る４人に事情照会し、２人から回答が得られたものの、申立人の申立期間

における標準報酬月額の遡及訂正について、陳述を得ることはできない。 

    これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任

を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効

を主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間③における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月 18日から 42年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務して

いた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。私は、昭和 37 年４月

に同社に入社し、42年６月 30日まで継続して勤務していたので、同社が厚

生年金保険の適用事業所となった 39 年８月 18 日から 42 年７月１日までの

期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社で勤務していたと申し立てているところ、

同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者

記録の有る同僚 16 人のうち、所在の判明した９人に事情照会したところ、６

人から回答が得られ、その６人全員が申立人を記憶していること、及び申立期

間当時の事業主も申立人を記憶していることから、期間は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら，申立期間当時の事業主は、「厚生年金保険については、従業

員にも負担が生じることから、各人ごとに相談して加入するかしないかを決め

ていた。申立人が厚生年金保険に加入していたかどうかは、当時の資料も無く

分からない。また、加入していない者から保険料を控除することはなかった。」

旨陳述している。 

また、上記の回答のあった同僚は、「厚生年金保険の適用事業所になる際、

皆に説明があって、厚生年金保険に加入するかどうかは自分たちで決めた。私

は加入したが申立人が加入していたかどうかは分からない。」旨陳述している

上、別の同僚も「厚生年金保険については、事務の者から加入するかどうかを

聞かれた。私は以前の事業所で厚生年金保険に加入していたので、続けて加入



することにした。」旨陳述している。 

さらに、別の複数の同僚は、「本社だけで従業員は 15人ほどおり、支社を入

れれば総勢 30人以上いた。」と陳述しているところ、Ａ社における厚生年金保

険の被保険者数は、申立期間当時４人から 10 人までの間で推移しており、従

業員数と被保険者数に乖離
か い り

があることから、必ずしも従業員全員が厚生年金保

険に加入していなかったことがうかがえる。 

加えて、上記被保険者名簿において、健康保険整理番号に欠番は無く、記録

に遡及訂正等の不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、申

立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間に係る

被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年７月 31日から同年８月１日まで 

    年金事務所の記録では、私のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪

失日が昭和 53年７月 31日となっているが、私は同社に同年７月 31日まで

勤務しており、資格喪失日が同年８月１日となるはずなので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 53年７月 31日までＡ社に勤務し、１日も間を空けずに同

年８月１日からＢ社に勤務した。」旨主張している。 

   しかし、現在、Ａ社を含むＣグループの給与計算等事務を受託しているＤ社

提出の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から、Ａ社は、オン

ライン記録どおり、申立人が昭和 53年７月 31日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失した旨を社会保険事務所（当時）に届け出たことが確認できる。 

   また、雇用保険の加入記録から、申立人は、Ａ社を昭和 53年７月 30日に離

職したことが確認でき、当該離職日の記録は、厚生年金保険被保険者資格の喪

失日と整合（厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、雇用保険の離職日の翌日）

していることが確認できる。 

   さらに、Ｄ社に対し、申立期間当時のＡ社における月末退職時の被保険者資

格の喪失手続及び保険料控除の状況等について確認したところ、Ｄ社では、「申

立期間当時の資料は廃棄済みであり、手続及び保険料控除の状況は不明である

が、提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から判断する

と、申立人は昭和 53年７月 30日にＡ社を退職していることから、同年７月の

厚生年金保険料は給与から控除していないと思う。」旨回答している。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が被保



険者資格を喪失した日の属する昭和 53年中に被保険者資格を喪失した同僚 17

人（申立人を含む。）のうち、16人の資格喪失日は、申立人と同様に月末日と

なっていることが確認できる上、オンライン記録から、申立期間に在籍し、平

成 14年 10月 31日に同社で被保険者資格を喪失していることが確認できる同

僚は、「私は、平成 14年 10月 30日が最終出勤日であり、翌日の 31日は出勤

していない。私が退職した時期は、月末退職希望者の退職日は、月末の１日前

とすることが会社の慣例になっていた。また、私は申立期間当時、Ｅ組織の活

動に携わっており、正社員が月末退職を希望する際には、月末の１日前が退職

日となる旨の説明を同組織で行っていた記憶がある。」旨陳述している。 

   このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から 61年４月まで  

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 57 年 10 月から

61 年４月までＥ職として勤務したので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に同社での被

保険者記録が確認できる元従業員（申立人が名前を挙げた同僚を含む。）のう

ち、所在が判明した９人に照会したところ、回答が得られた７人のうち３人は、

「申立人のことを知っている。」旨陳述していることから、時期及び期間は特

定できないものの、申立人は、申立期間の一部において同社に勤務していたこ

とが推認できる。 

しかし、Ａ社は、平成４年４月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、同社は 14年 12月３日に解散しており、同社に係る商業登記簿か

ら、同社の事業主であったことが確認できた４人のうち、１人の子は、「父親

は、既に死亡している上、Ａ社に関する書類等は残存していない。」旨陳述し

ているほか、残りの３人のうち所在が判明した１人に文書照会したが、回答が

得られなかったため、同社等から、申立人の申立期間における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除の状況等について確認できない。 

また、申立人をＡ社に紹介したとされる同僚は、既に死亡している上、照会

への回答が得られた前述の７人のうち４人は、「申立人のことを覚えていな

い。」旨回答しているほか、申立人のことを記憶しているとする前述の３人も、

「Ａ社での申立人の勤務時期及び勤務期間までは覚えておらず、申立人が厚生



年金保険に加入していたかどうかも分からない。」旨陳述しているため、これ

らの者から、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除の

状況等について確認できない。 

さらに、照会への回答が得られた前述の７人のうち、Ａ社に係る前述の被保

険者名簿から、昭和 59 年４月に被保険者資格を取得していることが確認でき

る２人は、「当時のＡ社の従業員数は、Ｄ業務従事者が３人ないし４人、Ｅ業

務従事者を含む全体で７人ないし 12人であった。」旨陳述しているところ、上

記の被保険者名簿から、同年７月時点の被保険者数は４人であることが確認で

きる上、当該２人のうち１人が、前職の事業所から一緒にＡ社のＥ職として転

職した同僚として名前を挙げた者は、上記の被保険者名簿に氏名が確認できな

いことから、申立期間当時の同社では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険

に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険の

整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない上、オンライン

記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立期

間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

また、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金（現在は、Ｃ厚生年金基金）は、

「当基金での申立人の加入記録は確認できない。」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年から 46年までの期間のうちの 

約４年６か月間 

正確な勤務期間は覚えていないが、昭和 35年から 46年までの期間のうち

の４年６か月間、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所にＤ業務従事者として勤

務した。 

しかし、年金事務所の記録では、Ａ社Ｃ営業所に勤務した期間が厚生年金

保険の未加入期間となっているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に当

該事業所での被保険者記録が確認できる元従業員の陳述により、勤務時期及び

勤務期間は特定できないものの、申立人は、申立期間の一部において同社Ｃ営

業所にＤ業務従事者として勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の関連資料が残存せず、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況等は確認できない。また、当社

は、Ｄ業務従事者の厚生年金保険の加入手続を昭和 49 年から順次、地域ごと

に行っており、申立期間当時のＤ業務従事者については、厚生年金保険に加入

させる取扱いではなかった。」旨回答している。 

また、Ａ社Ｃ営業所での申立期間当時の事務担当者であったとする複数の元

従業員は、「申立期間当時のＤ業務従事者は、厚生年金保険に加入させる取扱

いとはされていなかったが、例外として、Ｅ職のみは、厚生年金保険に加入さ

せていた。しかし、申立人は、一般のＤ業務従事者であり、Ｅ職になっていな

いと思う。」旨陳述しているところ、申立人は、「Ｅ職になったことはない。」



旨陳述している。 

さらに、前述の事務担当者とする元従業員が記憶する申立期間当時のＤ業務

従事者のうち、Ｅ職ではなかったとされる者は、Ａ社Ｃ営業所に係る前述の被

保険者名簿に氏名が確認できない上、申立人が一緒に勤務したＤ業務従事者と

して名前を挙げ、Ｅ職ではなかったとされる者は、同被保険者名簿から、同社

がＤ業務従事者を厚生年金保険に加入させるようにしたとする時期と符合す

る昭和 49年７月１日に、被保険者資格を取得していることが確認できる。 

加えて、Ａ社Ｃ営業所に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健

康保険の整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 11月１日から 57年 10月１日まで 

             ② 昭和 61年 10月１日から平成３年 10月１日まで 

Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、昭和 52 年 11 月から 57 年９

月までの期間（申立期間①）及び 61年 10月から平成３年９月まで期間（申

立期間②）について、毎年昇給していたにもかかわらず、標準報酬月額が減

額されたり、同額のままであったとは考えられないので、申立期間の標準報

酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間①について、Ａ社は、「申立期間の賃金台帳等は残存しないが、当

社は、オンライン記録どおりの申立人の標準報酬月額に係る届出を行い、当該

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を申立人の給与から控除していた。」旨

回答している。 

また、申立期間のうち、昭和 53年 10月から 54年 10月までの期間について

は、Ａ社から、53年 10月の報酬月額算定基礎届により届け出た申立人の標準

報酬月額及び54年10月現在の申立人の標準報酬月額を記録したとする資料の

提出があり、当該資料において確認できる申立人の標準報酬月額は、オンライ

ン記録と一致している。 



さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被

保険者記録が確認できる元従業員が所持する、昭和 50年７月から 56年７月ま

での期間及び同年９月から57年11月までの期間の給与明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険料

額と一致していることから、申立期間当時の同社では、オンライン記録どおり

の標準報酬月額に基づく保険料を従業員の給与から控除していたことがうか

がえる。 

申立期間②について、Ａ社は、「当社は、オンライン記録どおりの申立人の

標準報酬月額に係る届出を行い、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

申立人の給与から控除していた。」旨回答しており、申立期間のうち、昭和 62

年 10月から 63年９月までの期間については、Ａ社に残存する 62年 10月の報

酬月額算定基礎届の控えにおいて確認できる申立人の標準報酬月額は、オンラ

イン記録と一致している。 

また、Ａ社に残存するマイクロフィルムに保管された申立人の申立期間に係

る給与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に基づく標準報酬月

額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

さらに、Ａ社に係る前述の被保険者名簿から、申立期間①及び②に被保険者

記録が確認できる複数の元従業員は、「申立期間にＡ社から支給されていた給

料額と標準報酬月額の記録が、相違しているとは感じていない。」旨陳述して

いる。 

加えて、Ａ社に係る前述の被保険者名簿及びオンライン記録において、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額の訂正及び遡及減額等の不自然な処理が行

われた事跡は認められない。 

このほか、申立人主張の標準報酬月額を基に、事業主が申立人の給与から厚

生年金保険料を控除していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年５月１日から同年 12月 30日まで 

             ② 昭和 32年５月 11日から同年 11月 30日まで 

             ③ 昭和 33年５月６日から同年 12月１日まで 

             ④ 昭和 34年５月１日から同年 11月 30日まで 

年金事務所の記録では、Ａ氏が所有するＢ船に乗った期間のうち、申立期

間の船員保険の加入記録が無いので、申立期間を船員保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が記憶するＢ船の同僚の一人が所持する船員手

帳の記録並びに当該同僚及び申立人の陳述から、期間は特定できないものの、

申立人は、同船に乗っていたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録において、Ｂ船の船舶所有者が、申立期間に船員保

険の適用事業所であった記録は無い。 

また、前述の同僚が所持する船員手帳の記録において確認できるＢ船の船舶

所有者及び申立期間当時の船長は、いずれも所在不明のため、当該二人から、

申立人の給与からの船員保険料の控除の状況について確認できない。 

さらに、申立人が記憶する前述の同僚は、船員手帳の記録から、申立期間当

時、Ｂ船に乗っていたことが確認できるものの、オンライン記録において、氏

名の読み方の違い等による検索を行ったが、当該同僚の申立期間における船員

保険被保険者記録は確認できない。 

加えて、オンライン記録において、申立期間当時の船長、申立人が名前を記

憶する別の同僚（既に死亡）及び前述の同僚が記憶する乗員（所在不明）の３

人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、当該３人の申立期間におけ



る船員保険被保険者記録も確認できない。 

申立期間②について、申立人が記憶するＢ船の同僚二人が所持する船員手帳

の記録並びに当該同僚の一人及び申立人の陳述から、期間は特定できないもの

の、申立人は、同船に乗っていたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録において、Ｂ船の船舶所有者が、申立期間に船員保

険の適用事業所であった記録は無い。 

また、前述の同僚二人が所持する船員手帳の記録において確認できるＢ船の

船舶所有者及び申立期間当時の船長は、いずれも所在不明のため、当該二人か

ら、申立人の給与からの船員保険料の控除の状況について確認できない。 

さらに、申立人が記憶する前述の同僚二人は、船員手帳の記録から、申立期

間当時、Ｂ船に乗っていたことが確認できるものの、オンライン記録において、

氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、当該二人の申立期間における船

員保険被保険者記録は確認できない。 

加えて、オンライン記録において、申立期間当時の船長及び前述の同僚の一

人が記憶する乗員（所在不明）の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、

当該二人の申立期間における船員保険被保険者記録も確認できない。 

申立期間③及び④について、オンライン記録において、Ｂ船の船舶所有者が、

申立期間に船員保険の適用事業所であった記録は無い。 

また、申立人が記憶するＢ船の船舶所有者及び申立期間当時の船長二人は、

その全員が所在不明である上、申立人は、船長以外の乗員の名前を記憶してい

ないため、これらの者から、申立人の申立期間における勤務実態及び給与から

の船員保険料の控除の状況について確認できない。 

さらに、オンライン記録において、申立人が記憶する申立期間当時の船長二

人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、当該二人の申立期間におけ

る船員保険被保険者記録も確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 


